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○林委員長 それでは、日程１、陳情審査に入ります。初めに学士会館再開発関連につい

てです。本件に関する陳情は、継続中の送付６－２２、読まない。読んだほうがいい。読

まない。はい。６－２８、６－３４の合計３件です。また、日程２、報告事項の（１）学

士会館旧館曳家保存を行う共同開発についても関連するため、併せて陳情審査の中で報告

してもらいたいと思いますが、いいですかね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○林委員長 はい。それでは、報告事項の（１）の学士会館旧館曳家保存を行う共同開発

について、どうぞ。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 冒頭に、９月３０日の環境まちづくり委員会におき

まして、議事録の修正答弁をさせていただきたいと思います。９月３０日の委員会におき

まして学士会館の陳情審査がございました。その中で、区道の面積の数値につきまして、

５７１.９２平米が正しいのですが、私のほうが６７０平米と言い間違えて発言してしま

い、その数字がその後何度かやり取りとなっておりました。９月３０日の環境まちづくり

委員会議事録、１７ページ中段にその私の発言がございます。１８ページ中段におきまし

ては、はやお委員、２２ページの加島部長の答弁におきましてもその私の間違った数字で

議論がされてしまいました。 

 結果的に、２２ページで岩田委員から面積数字の確認がございました。その部分に対し

て答弁がなかったため、改めてお答えさせていただきますと、面積５７１.９２平米とい

う数字が正しいということで、追加修正させていただければと思います。 

○林委員長 はい。ということでよろしいですか。やり取りの中で、面積が大分違う数値

のまま確認せずに行ってしまいまして、動画で配信されたのも含めて、議事録でも出てし

まっている数字なんで、それはそれで、改めて本日訂正という形なんですが。 

 はやお委員。 

○はやお委員 人間だから、間違えることは間違えるんで。 

○林委員長 みんな間違えちゃった。 

○はやお委員 でも、重要なことなんで、なぜ間違えたのかという、その辺のところなん

ですよね。ただ単純なミスなのか、やっぱりどういうふうなあれなのか。その辺のところ、

何で、５７０から６７０と１００平米も違うから、この辺のところをお答えいただきたい。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 すみません。不慣れなもので、単純な言い間違いと

いうことでご理解いただければと思います。 

○はやお委員 はい。もうそれ以上。 

○林委員長 増えるということはないんですよね。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 はい。 

○林委員長 ええ。増えない。（発言する者あり）増えないんですが、よろしいですか。

一応、委員会確認をかけておかないと、その後もそのまま生きてしまいますので。 

 では、５７１平米、今後。点幾つというのは、これからまた。 

○春山副委員長 ９２……実測値…… 

○林委員長 ９２、５６。どっちだ。 

○春山副委員長 ９２。 

○林委員長 ９２でいいの。はい。いいですかね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○林委員長 はい。では訂正いたします。 

 では、続けてどうぞ。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 大変申し訳ありません。 

 それでは、学士会館旧館曳家保存を行う共同開発について、資料に基づき説明いたしま

す。資料は環境まちづくり部資料１及び資料１－参考資料を使わせていただきます。 

 まず資料１の１枚目につきましてでございます。６月１１日に当委員会で提出しました

資料を基本としながら、９月３０日の委員会において、はやお委員から質問のあった計画

容積率と２か所に配分する広場面積の情報を追加させていただいております。 

 改めまして、学士会館旧館曳家保存を行う共同開発の計画内容についてご説明いたしま

す。左の図は現在の学士会館及び共同開発地の配置、都市計画状況を示しております。現

在、区道８３６号が街区中央に入っている状況です。図に破線で示しておりますが、学士

会館敷地西側に関しましては、白山通り、都市計画道路放射９号線に指定されておりまし

て、学士会館敷地内に拡幅予定線が約６メーター以上入っている状況です。 

 右の図が共同開発後の街区再編イメージです。今回の事業の大きなポイントは、歴史的

地域資源として重要な学士会館をいかにして残し、再生活用していくかという点です。学

士会館の保存活用を進めていく上では、先ほど説明しました都市計画道路拡幅予定区域の

空間を確保していくことが必要となります。そのため、保存活用する旧館建物を曳家して

保存を図ります。そのため、街区中央にある区道を廃止することで旧館の曳家スペースを

生み出します。 

 廃止によって生じる区の土地約５７０平米につきましては、北西に約３６０平米、南東

に約２０７平米の２か所に配置し、広場として位置づけてまいります。また、学士会館と

東側の民有地は一体敷地として、総合設計制度を活用し、学士会館の再生事業を進める予

定です。 

 左下の図にありますが、計画容積率の考え方を示しております。内訳として、指定容積

率の加重平均である基準容積率が６４５％、総合設計制度活用による空地評価容積率２５

０％、及び都市計画道路部分を将来管理予定者に無償譲渡することで評価される公共空地

割増し分７６％、割増し合計値として３２６％となります。計画容積率としては、図の上

にあります約９７１％を予定しております。 

 また、右の表に、計画地の開発前と開発後における民間事業者、千代田区、東京都、そ

れぞれの所有する土地面積を示しております。民間事業者につきましては一体敷地となり

ますが、計画道路部分を都へ無償譲渡するため、約６３７平米減となります。一方で、下

から２段目の東京都ですが、開発前は計画地内の土地所有はありませんが、都市計画道路

予定用地を無償譲渡で受けるため、６３７.０９平米を所有することとなります。赤帯の

部分、千代田区については、従前従後の土地面積は変わりません。境界確定後の実測値と

しまして９７１.９２平米となります。 

 資料２【資料１の２ページ】をご覧ください。（発言する者あり）大変申し訳ありませ

ん。千代田区の敷地、実測値としまして、５７１.９２平米となります。 

 資料２【資料１の２ページ】をご覧ください。開発計画により整備される広場・空地の

役割・機能についてです。まず基本的な考えとして、枠内に、以前、委員会に参考資料提
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出しております学士会館専門部会で取りまとめられたものの抜粋があります。専門部会で

は、廃道後は街区北西・南東の２か所に広場を配置することが望ましいと提言されており

ます。区としましても、その提言を受け検討した結果、２か所に設けることが望ましいと

考えております。 

 北西・南東２か所に配置される広場の役割といたしまして、当該計画地は都市の軸であ

る白山通りと神田の東西軸で回遊軸である警察通りの結節点にございます。また、地下鉄

神保町駅出口にも近接していることから、その結節機能を強化していくべき場所に位置し

ております。また、区民や来街者の快適性・回遊性を高める広場空間の創出が重要である

と考えます。 

 次に、３）、整備予定の広場、民間空地の概要となります。北西の広場は神保町からの

玄関口となり、現状も人の量が多いため、民間の公開空地と合わせて約５５０平米を一体

整備する予定です。南東の広場も民間公開空地と一体整備を行い、約４２０平米を整備い

たします。また、民間敷地１階中央部は屋根つきの大空間の広場約１,２００平米を整備

する予定で、北西・南東の広場をつなげて、エリア一帯のにぎわい創出や回遊性の向上を

図ります。また、街区の外周部は歩道上の公開空地等の整備を行うことで、既存道路空間

と一体的な空間がそれぞれの道路空間に対して新たに約６.５メーターから１４メーター

整備され、ゆとりある歩行者空間とウォーカビリティの向上を図る計画となります。 

 次に、資料３【資料１の３ページ】でございます。広場のイメージと活用例を挙げてお

ります。まず、北西広場のイメージです。まちの玄関口として、駅前の滞留空間や待合せ

にも活用できる空間として整備してまいります。樹木や植栽を多めに配置し、木陰を利用

できるベンチなども設けることで対流性を高めるとともに、学士会館を背景とした魅力的

な駅前広場としていきます。南東の広場につきましては、地域コミュニティの拠点・こど

もの遊び場ともなり得るしつらえとしてまいります。北西の広場と比べて様々な利用に使

い勝手のいいものとしてまいります。また、民間敷地に整備する屋内型広場は公開空地と

して日常的に地域開放し、北西の広場から南東広場への自由動線に活用できるとともに、

急な雨や猛暑日など、一時避難も可能な場所となります。 

 神田地域におきましてはこのような屋外と屋内が一体的な空間となった広場がなく、ま

た、２,０００平米超のまとまった空間として整備されることは非常に貴重なことである

と考えております。また、日常的な通行機能に限らず、屋内、屋外一体的なイベントの会

場として活用ができることから、人々のコミュニティ醸成の場としても期待ができるもの

ではないかと考えております。 

 最後に、資料１の参考資料をつけさせていただいております。こちらは、現在、学士会

館関連で頂いております陳情について、陳情書で頂いているご意見とそれに対する対応を

まとめたものです。１ページ目につきましては、送付６２【６－２２】ですが、こちらは

７点のご意見、ご要望を頂いております。全て事業者に対して対応を求められているもの

です。３番と４番の対応に関して下線部を示しておりますが、今後の設計が進んだ段階で

事業者が対応、回答していくことになりますが、既に事業者より陳情書へ回答、対応が行

われている状況です。 

 次の、裏面、２ページ目ですが、送付６－２８の２から４につきましても、今後の設計

の深度化、将来管理の内容を事業者として整理ができた段階でお答えしていく内容である
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と考えております。 

 また、送付６－２８の１番と送付６－３４で頂いている付け替え広場に関する内容につ

いてですが、区の考えは先ほどご説明したとおりです。 

 本計画は条例で義務づけられた事業者による計画説明会に先立ち、約１年前から周辺地

域や隣接建物に対して任意の説明会を実施するなど、計画が煮詰まる前の不確定な条件の

段階から対応を行っております。また、そうした対応を都度丁寧に行うよう、区として促

している状況になっております。 

 説明は以上です。 

○林委員長 はい。それでは、陳情審査ですので、質疑なんですが、もう一度、資料１の

小さい米印で、右下ですね。区道、道路区域面積が５７１.５８平米【５７１.５６平米】。

ここのと、訂正した５７１.９２平米で、小さいと言えば小さいですけれども、もう、よ

り詳細な説明をしていただいた上で陳情審査に入ってまいりたいと思います。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 現在、千代田区道として台帳上管理している面積に

ついては、米印、表欄外の５７１.５６平米となっております。今回の開発において、事

業者と区道との境界確定が行われております。最終的に境界確定後の実測値として５７１.

９２平米と区の用地はなっていくということで、米印は認定面積、道路認定の面積となっ

ておりまして、実際、今、境界確定が行われた結果、５７１.９２に整地されていく形に

なります。 

○林委員長 うん。いつ分かったのかも含めて、確定したのか。えっ、だから違ったんで

すよね。時価総額に換算すると幾らか分からないですけども、増えていたというので。 

○神原環境まちづくり総務課長 すみません。ちょっと時期のほうを調べさせていただき

ますが、道路認定されている面積というのが、さきに担当課長のほうからも申し上げまし

た５７１.５６平米というふうになってございます。こちらを、後ほどご説明させていた

だきますが、廃道する面積となっております。その後、等積での交換というものを予定し

てございますが、そちらのほうが道路境界確定後の実測値の５７１.９２平米というふう

になってくるということでございます。 

○林委員長 うん。ですから、測量した５７１.５６平米が、いつ測量して台帳上登録に

なったのかということと、事業者と一緒に５７１.９２平米に確定したのはいつなのかと

いうのを時系列で出していただかないと、区民の財産を廃道する形になってくるんで、細

かい話は議案審査になってくるんでしょうけれども、数値がもともと違うと前提が。です

ので、後ほど分かりますか。すぐ分からない。 

○神原環境まちづくり総務課長 境界確定の日付については、ちょっと今お調べさせてい

ただきたいと思います。失礼いたしました。 

○林委員長 では、後ほどで。 

 それ以外のところで確認したい点。 

○はやお委員 非常にこれは重要なことで、都で、大体この高い土地でというところで、

増えるということはあんまりないんですよね。大体減っちゃうというのが多くて。そうす

ると、これ、登記簿面積というので対応なのか、道路なんですけど、これはどういうふう

になっているのか。確かに実測すると減ったり増えたりするんですよ。でも、それにして

も、あまりにもちょっと違いがあったり。 
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○林委員長 ２,０００万、数字がよくないな。 

○はやお委員 いうところなんで、ここは何かあるのか。 

 さっき質問したところは、何で１００平米も間違えちゃったのかなと思ったところで、

登記簿面積とかなんかのところの間違いをしたのかなと思ったらば、そうじゃなくて、ヒ

ューマンエラーということでという話だったんで、ここは逆に言うと、この道路というの

は登記簿をするのか、しないのか。これ、この辺のところについて含めて、そこが、だか

ら結局三つあるわけですよ。区が抱えている道路認定しているのが５７１.５６平米で、

そして実測をして境界確定したら５７１.９２になった。じゃあ、区と実測はこの違いが

あるよね。だけども、じゃあ、これはほら、道路のほうの民民のところの確定するに当た

って、どういうふうに国に対してというか、それが道路の登記簿面積というのは第三者の

ほうとしてはどういうふうになっているのかということをお答えいただきたい。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 まず、一般的に道路の部分が登記されているかどう

かという部分については、一般的には登記されておりません。 

○はやお委員 うんうんうん。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 なので、その面積が幾つかというのは。 

○はやお委員 分からない。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 特段、ちょっとない状況です。 

 一方で、区道の認定を、この区道として認定をした時点において、こちらの道路は６メ

ーターの認定道路となっております。ただ、その認定時点で６メーターを割っている部分

が存在しております。そういった部分が、実際には境界確定を行っていきながら、６の線

を確定していくと。それによって、民地が道路部分に越境していたという部分を、境界確

定によって、区、民間事業者双方が納得をしたというところで、５７１.９２平米という

のが確定してきているというような状況でございます。 

○はやお委員 それは分かりました。いいです、僕は。 

○林委員長 ほかに。陳情審査。 

○岩田委員 何だ、この広場を二つに分ける何か理由を何か説明していただきましたけど

も、何か、やれ、玄関口となる駅前滞留広場だとか、シンボルが云々かんぬん、コミュニ

ティがどうのこうの。でも、区民が公共資源をより有効的に活用できというんだったら、

小さいもの二つよりかは大きいもの一つのほうがいいのはもちろんのことであって、それ

を使う皆さんたちの意見は聞いたのかどうか、お答えください。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 まず広場を二つにしていく過程について、ご意見を

聞いたかということについては、聞いたことはございません。 

 なぜ二つの広場がいいのかというところにつきましては、これもこれまで陳情審査の中

でも、前回も広場案の比較というところでお示しをしておりますが、なかなか１か所でま

とまって造るというのが、計画論も含めて難しいという、影響が非常に大きくなっちゃう

というところで、まずそういった部分がございます。そうしたものを分割して持つことに

よって、回遊機能を高める一体的な広場の形成であるとか、これにつきましては民間計画

地、民間敷地が同時に協力をしていただけなければ実現のできないところではございます

ので、そういった民間広場と一体的に形成することにより、より使い勝手のいい、また回

遊性にもつながる広場というところで、区としてはこれが最適なのではないかという考え
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でございます。 

○岩田委員 意見を聞かないで、何で分かるんですか。区が勝手にこれのほうがいいです

ねなんて判断するのがおかしいじゃないですか。 

 それで、民間は、民間の協力と言いましたよね。そりゃ民間の協力ですよ。でも、だか

らって、これ、民間の協力じゃなくて、もう民間のためにやっているんじゃないですか。

そうじゃなくて、これは、この廃道されるであろうこの区有地がなければ、民間だって、

これは開発ができないわけですから、区はもっと区民のために、いかに使い勝手がよい、

そういう何だ、公園なり広場なり、そういうのを造るべきじゃないですか。それを意見も

聞かないで、これがいいと思いましたと結論づけるのはおかしいですよ。まずはそういう

意見を聞いてからじゃないですか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 まずは、もともとの区道というものが通行機能を有

していたというところでございますので、今回、計画によって、外周道路空間については

拡張していくようなことになりますが、もともとの貫通機能となっていた、街区を貫通し

ていた道路について、さらに、そこの単なる道路空間を付け替えるのではなくて、この道

路機能を、貫通機能を有しつつ、さらに広場的な活用も可能となる空間をつくるというこ

とについては、非常にここの地域の魅力を上げつつ、また、残す学士会館と一体的な空間

形成になるという中では、非常に有意義なものであると考えております。 

○岩田委員 通路で、貫通機能が。いや、貫通機能がと、それだけの話じゃないですよ。

だって広場を造るんだから。で、広場的なということは、広場じゃないじゃないですか、

もうむしろ。広場的なと言ったら。それで、何、魅力を云々と言いますけども、こんなば

らばらのところに公園を造って、広場を造って、どうする話なんですか、これ。本当に業

者の意見をそのまま聞いただけじゃないですか。これは区が考えて考えて考え抜いて、こ

れがいいですね。地元の方の意見も聞いて、あ、これはいいですね、やっぱりこうしまし

ょうというなら話は別。そうではなく、地元の方の意見も聞かない。業者の出した案でそ

のままただ乗っかっただけ。あまりにも無策過ぎますよ、これは。ちゃんと地元の意見を

聞いて、その広場の位置に関しても、北のほうにするのか南のほうにするのか、一つにす

るのか二つにするのか。そういうのも全て検討するのが当たり前じゃないですか。 

 で、これは大丈夫なのかな。議案説明の話は駄目。あれは裏だから、駄目。 

○林委員長 いやいや、まだ提案、提出予定案件と言っていたんで、ぎりぎりのところな

んですけども。 

○岩田委員 ぎりぎり。じゃあ、駄目だったら途中で止めてください。駄目。やめ。 

○林委員長 いやいや、どうぞ、陳情審査で。陳情審査で、これ幾つだ、６－２８、お諮

りしたように、特別区道千第８３６号の廃止に伴う陳情というのが出ていまして、この陳

情審査を今やっているわけで、提出予定案件の説明ではないんで、冒頭確認したとおりで

すので、どうぞ続けてください。 

○岩田委員 はい。今後やるであろう説明の話で、職員の方が、区道を廃止して二つの公

園にする件についてですがと話を始めたけども、そんなのまだ決まってもいないのに、そ

ういう説明をすること自体がおかしいじゃないですか。どういうふうになっているんです

か、そこは。 

○林委員長 一旦答えた上で、じゃあ。 
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○碇谷神田地域まちづくり担当課長 基本的に今回の計画については、何度も申し上げて

いるように、学士会館を一定程度残す、保存していくということが大名目になっておりま

す。それについては、民間のためというよりは、やはり地域のこれまで培ってきた、あそ

この場所でできてきたものですので、そういったものを大事にしていきたいという部分で

は、かなり今回の計画の部分の制約が非常にウエートを占めているというような状況でご

ざいます。 

 そうした中で、前回の委員会でも広場の意見、パターンについて幾つかお示しを示して

おりますが、計画の自由度が、自由度というか制約がある中で、どれだけ広場を最適な位

置に配置していくのか。当然、広場というまず機能がありつつ、さらに民間と敷地が一体

的に計画される、計画というか、整備されることによっての効果を最大限出していきたい

という部分が区としての考えであります。 

○林委員長 うーん、ちょっとどうなんだろう。確認していくのが、一つが学士会館の旧

館の建物を、これを保存したほうがいいよねというのは、この委員会でも一応確認したと

思うんですよ。いいんですよね。それが第一名目なんですよね。そこから先になってくる

と、次に、保存した上で学士会館が曳家になった後、見えるようにするような広場が必要。

これが次ですか。 

 そうすると、普通に考えると、木とかは植えれないですよね、景観を妨げちゃうから。

通りがあるから、通りのこの両端を大前提とすると、ここにはのっぺらい工作物が一切造

れないようなものになるというのが、もし学士会館を最優先するんだったら（発言する者

あり）大前提ですよ。 

○春山副委員長 都市景観…… 

○林委員長 うん。違いますかね。その上でという形になってこないと、だから、資料の

中で、学士会館の位置が１階部分が見えないような、木がそれぞれイメージ図で入ってあ

りますけど、これに違和感を覚えるとかというんだったら話は分かるんですけれども、ど

うなんだろうな、そこ。優先順位の話なんですよね。 

○岩田委員 うんうん。 

○林委員長 白山通りを拡幅するから、学士会館がそのまま行くと壊れてしまうと。壊れ

てしまうから、曳家で少しずらさなくちゃいけないと。ずらした上で建物と景観を保存す

るというのが第一命題になってきて、交通結節点というのもあるんでしょうけど、これっ

て多分、向かい側のところと対になる話ですよね、普通に考えると。だって、地下鉄の出

入口のところが全然スペースがなくて、信号を渡ったほうが広々としたスペースがあって

も、あんまり意味のないことですから、何か積み上げの話で、２か所の使い方がどうなん

だろうなというので。景観を第一にするというのが前提ですよ。どこまでが前提条件で、

岩田委員のは行けるのかな。 

 どうぞ、岩田委員。 

○岩田委員 この計画は千代田区のこの区道を廃止しないと成り立たないものじゃないで

すか。だったら、業者が何、これ、こういうふうに広場を二つにしないと無理だみたいな

話があったとしても、もう少し、もう少しというよりも、もっと区民のためにいかに使い

やすい公園、広場を造るのかというのを、もっと言っていいはずなんじゃないですかね。

全て業者任せではなく。業者が言った案をそのままうのみじゃないですか。全然地元の意
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見も聞いていない。そんな業者任せの計画はありますかね。おかしいんじゃないですか、

そういうのは。 

○林委員長 優先順位をちょっとお話ししていただいたほうがいいのかな。 

 関連でありますか。どうぞ、副委員長。 

○春山副委員長 今、委員長が議事整理していただいたところで、もう一度再確認させて

いただきたいのと、それと関連で幾つか質問させてください。 

 ここの一番大前提としては、都市計画道路の拡幅をしなくてはいけないと。計画決定さ

れているというところで。そのときに学士会館の曳家も、建築物としては保存していかな

きゃいけないということが大前提にあったと。そのときに、区道を廃道するに当たって、

都市計画道路の部分という可能性もあったけれども、そうではなくて、広場という形で区

道廃道ということを区としては進められと。現在その中で、この広場の在り方であるとか

使い方というのが、陳情の中にもあるように、どういうふうに空間と高さのバランスを取

っていくのかということが陳情として出ているというふうに、委員長の議事整理を踏まえ

て確認させてください。まず、そこまで確認させていただけますか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 春山さんにご質問いただいた部分については、まさ

しくそのとおりで、区としては検討してまいっているところです。 

○春山副委員長 そういう今までの委員会でのやり取りでの認識をさせていただいていま

す。 

 それに当たって、この陳情にもある空間の在り方であるとか景観について、デザインに

ついてというので、あとマネジメントについて、大きく二つで質問させてください。陳情

にある、６－２２の景観の統一についてであるとか、あと３番のバリアフリーについて、

まず、あと陳情の６－２８の１の実際に広場を有効に活用しやすい観点で、どういうふう

に使い勝手のいい広場となるかということについて伺わさせてください。 

 １点目なんですけれども、この景観についてなんですが、極力南に寄せて町の美観を統

一していただきたいというふうに書かれています。南側に寄せ切ることについては難しい

と、北側のオープンテラスと二つに分かれていくというふうに対応のほうが書かれている

んですけれども、このまちの美観についての回答が出ていないのかなというふうに思って

います。 

 以前も私は委員会でご質問させていただいたんですけれども、隣の隣接のテラススクエ

アと右側のもう一つのところは、開発事業者が、デベロッパーが別々だったにもかかわら

ず、関係者に同一人物が入っていたというところで、実はそこの空間デザインが、ほぼ似

た空間デザインが別の建物にかかわらず出来上がっていて、すごくよい景観になっている

と。そこに隣接するところでこの計画地があるところで、やはりまち全体の景観を考えた

ときに、別の事業者の建物更新であったとしても、やはりまちの美観をちゃんと整えてほ

しいというまちの意見をちゃんと尊重して、区としては都市デザイン的なもの、このエリ

アをどういうふうに景観を考えていくのかというのをやっぱりきちんと指導していくべき

だと思うんですけれども、その辺について、どう進められているか、お答えください。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 今現在、景観協議を行っているものではございませ

んが、当然、既存であるテラススクエアであるだとかジェイシティの部分であるだとか、

当然そういったものは意識しながら、景観的な内容については、統一できるものはしなが
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ら、また、全てが単調な同じものではなく、そういったアクセント、それぞれ特徴づけを

しながらいければいいというところで現在検討してきてまいりました。 

○春山副委員長 この様々なまちづくり方針、神田警察通りのまちづくり方針、ネットワ

ーク化という言葉が多用されているんですけれども、ネットワーク化していくには、やっ

ぱり景観がちゃんとネットワーク化されていかなければ、人のアクティビティーというか

行動もネットワーク化されないというふうに、もう研究でも実証でもされているので、そ

このネットワーク化していくための都市デザインというのは、きっちりやっぱり考えてい

く必要があるんではないかなと思います。 

 ２点目なんですけれども、この様々な広場のイメージと活用例というのが描かれている

んですけれども、ここはこの総合設計制度なので、しゃれ街条例を使って、事業者主体で

こういうような活用されていくのか、それとも区が何らか関わられていくのか、エリアマ

ネジメント的なものになるのか。その辺、どういうふうにこのまちに開かれた交流拠点と

いうのへの、その後のマネジメントがすごく大事だと思うんですけれども、そこをどう考

えられているのかと。 

 ちょっとここの個別の開発がこれから増えていく中で、この神田警察通りエリアがどの

ように相互にマネジメントがつながったり連携したりするのかというところがちょっと見

えてこない中で、ヒアリングを先週させていただいたんですけれども、２０１９年まで、

この近隣の開発を考えているデベロッパーは、不定期でミーティングをしていたというこ

となんですが、それが、コロナ禍と、あと神田警察通りの沿道協議会が前向きな場という

形がなくなってしまった影響なのか分かりませんが、その後、相互に意見交換であるとか

情報共有をするという機会が持てていないというような話を耳にしています。ここだけの

開発ではなくて、神保町への影響であるとか、その後の錦町だったり神田警察通りのにぎ

わいをどういうふうにこの連携していくのかというのがちょっと見えてこないんですけれ

ども、その辺はどう考えられているんでしょうか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 広場の活用に――ごめんなさい。まず１点目のネッ

トワーク化についてですが、当然ネットワーク化していくことの必要性というのは区とし

ても十分に理解した上で、そういったものをネットワーク化していくべきものだと考えて

おります。 

 ２点目の広場について、しゃれ街を活用していくのかという部分については、これは大

いに活用していってもらいたいというふうに区としては考えております。その中で、公開

空地だとかの活用の制約をしっかり、単なるイベントで終わらせるのではなくて、まさに

エリマネ的な観点を持ちながら使っていくという部分については、非常に期待をしている

ところです。 

 資料２ページ目ですかね。資料１の２ページ目に、全体の俯瞰図というか、このエリア

の俯瞰図がございます。左下に２）でありますが、計画地、赤で塗られた部分が今回の学

士会館のあるブロックになります。隣のテラススクエアについては既に竣工がされている

と。その右隣の千代田通りに面したブロックについても既に開発が終わっていると。北側

についてはジェイシティの再開発によって、地元の再開発によりまして、これも既に出来

上がっていると。一方で、また白山通りの西側については、小学館であるだとか集英社の

建て替えも終わっているというところでいくと、この一帯のブロックについては一通り開
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発整備が終わっているという状況の中で、この計画地が存在してくるというところで、ま

さにここについては、白山通りであるだとか警察通りを結節していく重要な場所になって

くるというふうに考えております。 

 そうした中では、テラススクエアについては今回の計画地の事業者と同一の事業者が入

っておりますので、そこら辺の連携というのはもちろんのことではございますが、ここ一

帯の、そういったエリマネ的な醸成もやっていかなきゃいけないのかなというところで、

そこについては区としても期待をしているというところです。 

○春山副委員長 ぜひこの、事業者によってまちづくりにどのくらい積極的に取り組むか

って、やっぱりすごく温度差があると思います。ここ、区道を廃道して、区の広場がある

以上というか、あるのであれば、やっぱりそこは積極的に区として働きかけをしていって

もらいたいと思います。 

 しゃれ街条例も、公開空地を造っていながら、しゃれ街条例を使わないやっぱりデベロ

ッパーなり事業者もあり、番町のほうでは、しゃれ街条例を使って公開空地と道路と一体

型のと申入れを大学からしても、事業者側が受けないと。公開空地をそういうのに活用し

ないということもやっぱり起きているので、この開発する段階できちんとしゃれ街条例を

使った広場のマネジメントをちゃんとするということを、しっかりと申し入れていただき

たいなと思います。 

○加島まちづくり担当部長 春山委員の先ほどのもう１個手前のご質問にもあったように、

デベロッパーの関係が神田地域の中でいろいろ検討してきたというのは事実です。我々も

その中にオブザーバーみたいな形で意見をという形でやっていたのもあります。ただ、ど

ちらかというとやっぱり開発をどう進めていくか、地域にとってどういうものがいい開発

なのかといったようなところが主体だったかなというふうに思っています。 

 今この段階において、やはり先ほど担当課長もお話がありましたけれども、エリアのマ

ネジメントを連携してやっていく必要があるかなと。特にこの資料の２ページ目ですね。

資料１の２ページ目、先ほど課長からもお話がありましたけれども、屋内の広場、これだ

けの屋内の広場を、この神田地域、神保町地域の中で、あるところがないですので、ここ

の使い方というものが今後非常に大切になってくるかなというふうに思っています。ここ

だけではなくて、各おのおののこの左側に書いてある地域の広場だとか、そういったとこ

ろの連携をエリアマネジメント等で連携してやっていくことで、この地域の活性化を図ら

れるかと。あと、まだ我々が考えている神保町地域、そこにも大きくここは波及してくる

といったようなところですので、そういったところを見据えながら、今後、この整備だけ

ではなくて、エリマネを相当意識してやっていくということが、非常に重要なところに来

ているんではないかなといったような認識でございます。 

○林委員長 桜井委員。 

○桜井委員 今、部長からもご答弁を頂きましたけども、区道を廃止して広場を造るとい

うことで、二つにするのか一つにするのか、まだ議論はいろいろあるんだと思いますけど

も、前回の陳情審査のときにも、実は私、意見を述べさせていただいたんですけども、こ

この区の対応のところに、まちのシンボルである歴史的景観、文化に触れられるオープン

スペースを創出するとともにという、区民が公共資源をより有効に活用し、というそんな

ようなことが書いてあります。 
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 確かにそのとおりだなと思っておりますけども、前回のときに、ここの場所が野球の発

祥の地だということで、今モニュメントがあそこのところにありますでしょ。実は今日話

を聞いて、この資料、このパースの写真を見ても――写真じゃないや。この図を見ても、

一言もそのことについては語っていないんだよね。 

 歴史的な経緯経過があって、ああいうものをいまだに置いてあるんでしょうから、そう

いうことがまちの活性化だとかにぎわいだとかということにつながることだって当然ある

でしょうし、そのことはこの区の対応のところにも載せられていませんし、これだけの広

さは千代田区にはないという部長のご答弁でしたけども、そうであれば、よりそういうモ

ニュメントというものの意味と意義、意味というものがどういうものなのかということを、

ぜひそこら辺のところをきちっと整理をしていただいて、ここのところにも、貴重な場所

でございますので、整備をしていただくこともお願いをしたい。こういうパースを作って

いただくときにもそういうことも少しでも触れていただくような。今せっかくあるんです

から。なけりゃ別だけど、あるんですから、ぜひ尊重していただきたいと思いますけど、

いかがですか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 ただいま貴重なご意見を頂いて、ありがとうござい

ます。確かに前回の委員会でも、私のほう、野球発祥の地ということで、グローブのモニ

ュメントが現地にございますが、そういったものについてはしっかり再生して、こちらに

再度置いていただきたいというような、またそれを実現していただきたいということで調

整はしているころです。 

 ちょっと今回、資料１－３【資料１の３ページ】のイメージ図にはのぞかせていないと

ころなんですけども、当然、今のところ、区有地、区の広場、区有地のほうでそのものを

設置するというような中では調整はしておらず、一体となる民有地の中で、そういったも

のをぜひ再度移設して作って残してほしいということは伝えております。 

 当然、区有地に置くということになると、ちょっとその辺のモニュメントの所有を一部

うちの区の敷地に占用するような状況にもなってまいりますので、そこにつきましては、

今現在は民有地の中で再設置をしていただくような形で調整をしているところですが、や

はり地域の文化歴史を培ってきたものですので、しっかりそこは、学士会館の旧館にとど

まらず、そういった再生、文化継承ができるものについてはフルに活用していただきたい

ということで、事業者には対応していきたいと考えております。 

○林委員長 小枝さん、どうぞ。小枝委員。１回だけ。 

○小枝委員 ……に直接…… 

○林委員長 あ、野球に。 

○春山副委員長 野球じゃないんですけど、モニュメントのことを…… 大学の。 

○林委員長 モニュメント。モニュメント。はい、どうぞ、副委員長。はい。大学のね。 

○春山副委員長 すみません、関連で。これも私も今までの委員会のところでちょっと触

れさせてはいただいているんですけれども、野球の発祥の地と同時に東京大学の発祥の地

でもあり、やはりこのシンボル的な存在ではあるんですが、ほとんど知られていないとい

う状況です。この辺りにサテライト、小さなキャンパスなりラボを持ちたいというのが東

京大学からも話が出ていることもあるので、ぜひこの再生、区としてどのくらい申入れが

できるのか分からないんですけども、地元の神田の方々からもそういう話があるのであれ
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ば、神田の活性化なり、学生が来て何かコラボレーションが生まれたり、この商店街の発

展にもつながると思うので、それが進むといいですねという話も頂いていることもあるの

で、ぜひ東京大学の発祥の地という立地というか、地域資源を生かしたことを区としても

働きかけをしてもらえると、神田の活性化につながるのではないかなというふうに思いま

す。 

 そういった意味では、柏の葉のような官民学連携で何かこのグリーンモビリティーの実

証実験をしてみたりとか、脱炭素化の何かメニューをやってみたり、子どもたちのエリア

マネジメントをやってみたりとか、そういうの、学生が、何かキャンパスが入ってくるこ

とで新しい動きも出てくると思うので、その辺の、せっかくの立地というか歴史資源なの

で、それは生かしたことを区としても考えていただきたいと思います。 

○加島まちづくり担当部長 十分受け止めさせていただきたいなというふうに思います。

先ほどちょっとそこまでお話はしなかったんですけど、やっぱり学経さんがかなり関わる

ということなので、エリマネの関係の指摘だとか、こういったことをやったほうがいいよ

ねと。ここだけではなく、神田はこうだよねといったようなところにもつながっていくの

かなというふうに思っていますので、そこら辺は積極的に事業者さんともちょっと調整さ

せていただければなと。区議会からもそういう声が上がっているといったようなことで、

ご説明もさせていただければなというふうに思っております。 

○林委員長 はい。お待たせ。どうぞ、小枝委員。 

○小枝委員 今の話の関連でいけば、あそこには同志社の新島さんの碑もあるわけでしょ

というのもある。 

 その前になんですけれども、この今日、資料１が配付されました。学士会館旧館曳家保

存を行う共同開発についてというふうになっているんですけれども、ちょっとこれは委員

会、運営の、３ページものですね。この１ページのところで、東京都の土地が、開発後、

６３７.０９平米ですというふうに書いてある。都道を拡幅するに当たって、私も友人と

か知り合いがいろいろ経験されているけれども、これ、民間敷地だと、その分売却、お金

でもらって、例えば店舗が小さくなったら、ほかのところに建物を建てるというようなこ

とをやっているんですけども、ここはどういうやり方をしているのか。いつ、この協議な

り判断というのはしたのかというところを確認したいと思います。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 資料１の１枚目の都市計画道路拡幅部分の取扱いに

ついてというところです。ご質問いただいております。まず、この都道、計画道路の事業

について、通常ですと、用地を東京都として買い取るか買い取らないかというところがま

ず大前提としてありますが、当然、今後近いうちに都市計画道路を、沿道一体を整備して

いきますよという事業認可がされた場合については、都市計画道路の事業認可がされた場

合については、これは東京都は全て計画線の用地を買収していくというような形になりま

す。 

 当該白山通りのこの区間につきましては、事業認可が現在まだされておりません。いつ

の時点でこの都市計画道路が整備されるかというのについては、まだ未定となっておりま

す。そうした中で、都市計画道路のかかっている用地の取扱いを計画の中でどう処理して

いくのかというところですが、一つが、この都市計画道路の用地を所有権を変えないまま

開発をしてしまうというパターンと、都市計画道路の部分を将来管理者に対して無償譲渡
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して整備後引き渡すという２パターンがございます。今回については、後者の無償譲渡に

よって行うというところを事業者として選択してきているというところで、こちらについ

ては東京都の建設局であるだとか、そういったところと十分に協議をした結果という形に

なっております。 

○小枝委員 その形になっておりますという話ではなくて、どういう、いつ、どのような

協議をして決めたのかというのは非常に重要なことなんですね。それじゃ、事業認可しな

いものについては全く買取りができないのか。ほかに事例がないのか。 

 つまり何を言いたいかというと、先ほど委員長が言われたように、文化財を保存しよう

ということについては第一名目として一致しているということなんですね。そのために、

どう思案して、どういうふうに悩んで、最高の知恵を尽くしてきたのかというのが今問わ

れているところなんです。みんなが一致しているのに、何かもったいないというか、何で

そうなっちゃうのかなという腑に落ちなさが残るというのは、そういう経過が見えてこな

い。このそこのところは、もっとちゃんと見える化する必要があると思うんですね。 

 ここの資料を見ると、一部容積を緩和したというふうになっているんですよね。７６％

だというわけですよ。またこれも高さに、床に反映されるということですよね。そのやり

方、つまり国が指定する有形文化財を保存するという大名目があって、このために国も東

京都も千代田区も一致団結してこれをやろうという判断があってということであれば、そ

こら辺の経緯経過というのはもっとクリアに説明をされなきゃいけないですけれども、そ

こはちゃんと、いつ、誰がどのように協議をし、どういう選択肢をどうしたかということ

について、明確に説明できるようにしていただきたい。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 先ほどの答弁でちょっと不足しておったかもしれま

せんが、事業認可をされていない都市計画道路部分を、今回は東京都のほうが将来管理者

になるんですが、将来管理者が先に買い取るということについては、事例は存在しており

ません。ですので、基本的には無償譲渡で受けるか、またはそこの敷地について、容積を

――容積じゃない。ごめんなさい。無償譲渡せずに計画をするのかの２点になってくると

いうところになります。 

 こちらについては、区というよりも事業者のほうで、将来管理者である建設局と協議を

数年前からしておったと聞いておりますので、そこについての詳細な記録については、私

どもは立ち会って打合せに出ていたわけではありませんので、分かりませんが、基本的に

は最終的に都としてここの部分についての無償譲渡を受けるという中で、今回の計画にな

っております。 

 また、７６％が、都道、都市計画道路の用地を無償譲渡で提供することによってできる

ということについては、こちらは総合設計制度の許可基準の中でそういったことができる

というような形で明記されておりますので、事業者としてはそれを採用しているというよ

うな形でございます。 

○小枝委員 法に反するとかいうことを言っているわけでもなく、制度がどうだというこ

とを言っているんではないんです。先ほども議論があった景観上の問題ということがあっ

たときに、ここをどういうふうに判断してきたかということは、事業者でやっただろうと

いう話では理解できなくて、千代田区の区道がある以上は、事実上、共同開発者として、

文化財を保存するという意味では共同開発者なわけですね。共同開発者である千代田区が
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どのようにベストな保存の仕方をしていくのか。そして周辺環境に、文化の発祥地として

保存をし、周辺環境に悪い意味でのインパクトを与えないような開発にしていくのかとい

うのは、共に汗をかく必要がある。それが全く見えてこない。岩田委員も最初から言われ

たように、ちょっと人手が足りないんでしょうけれども、人ごと感があるというんですか

ね。それでは、この、私も区道を所有する側の一方の二元代表の１人として、説明ができ

ないという問題が発生するので、聞いているわけなんです。ここをどういうふうに判断し

てきたのか。 

 神宮外苑の例を出すとあれですけれども、あそこは公園を廃止することはできないもの

を、公園まちづくり制度などいろいろ使ってやるということを判断する東京都であるなら

ば、文化財を保存するために、ここについて、事例がなくても、そうした判断、売却とい

った買取り判断ということもあったかもしれないですね。本当にここにこの場所があり、

この場所は非常に重要な明治の文化発祥の地であるというところからすると、制度、質を

高めていかなければならない。質というのはボリュームと関係があるという認識があるな

らば、そこのところはやっぱりプラス７６にしましたというだけで済む話じゃないと思う

んですね。じゃあ、ここでそこはちゃんと答弁をしてもらいたい。いつ、どういう協議を

して、どのような選択肢の中からこれを判断してきたのか。そしてほかの選択肢は本当に

不可能であったのか。そうしたやり取りを十分してきたのか。そこははっきりと答弁して

いただきたい。加えて、７６％って何平米なのというのを答えていただきたい。 

○林委員長 小枝委員、ちょっといろんな、行っちゃうんで、ちょっと整理に入ると、一

つが東京都に提供する３６４.７１平米というのは、これは民間の土地なんですよね、所

有者の。このまんま、このまんま提供しないで建てるほうがもうかるのか、無償提供する

代わりに容積のアップのほうがもうかるのか、そこの採算性をわきまえた上で、横にらみ

しながら、区道も財産なわけですから、どれぐらいの価値があるものをなくすのか、分割

するのかという判断材料になってくると思うんで、どういうあれなんですかね。 

 このそのままの相対面積でいくと、区道の面積じゃない分だと、一体、延べ床面積で幾

つのものが建てられるんだけど、無償を都道にすることによって、東京都にすることによ

って、ボーナスになる、割増しになるの、７６％って。そうすると、平米数で床面積でい

くと、７６って、結構な面積ですよね。どっちが一体もうかるのかというのは事業者ベー

スで考えることなんでしょうけど、千代田区は、あんまり執行機関は最近使わない、地方

公共団体だから、住民とか未来世代にも利益のあるような判断をしないと、区道を廃道す

るというのが何をもってというのがなかなか言いづらくなってくるんで、ちょっと東京都

の、どういう事業者と東京都がこの割増し、７６％と３６４平米のやり取りをしたのか、

面積がどれぐらい違うのかというのを示していただきたいんですが、出ますか。出なかっ

たら、またさっきの面積の日付と一緒に。駄目。でも、皆さんがやってくれといったライ

ブ中継なんですけどね。これで休憩を取っちゃうと、またあれになっちゃうでしょ。依命

通達で書かなくちゃいけなくなっちゃうから。 

○はやお委員 えっ、そうなの。 

○林委員長 そりゃそうですよ。やり取りのを全部書けと言われているんですから、依命

通達で。どうしましょうか。休憩を取るのか、先へ送るのか、判断してくださいよ。答弁。 

 関連で。 
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○はやお委員 関連で。 

○林委員長 でも、そこだけ。まあ、加えて。 

○はやお委員 同じ。 

○林委員長 同じ。同じだったら、どうぞ、はやお委員。 

○はやお委員 すみませんね。通常どういう経緯経過というのを、よく経済学の世界とい

うのは、お金の動きを見れば全て分かるんですね。だから、そこを今、委員長が確認され

たと思うんです。つまり簡単に言うと、先ほどのやつを別に説明するわけじゃ、この無償

譲渡することによってインセンティブが与えられるから、普通であれば、じゃあこれは無

償譲渡にしようよとなるはずなんですよ。所有をそのままにしておくことによって、例え

ば事業認可があれば、そのときに売却という対応ができるのかどうかとか、その辺のとこ

ろを、小枝さんの視点は文化財という視点で来ているんですけど、私はどっちかからする

と、収益性とか企業的な立場から、そうでなければ判断しないはずですから、そこを明確

にしてくださいよと。で、次の話になるわけですよ。それは、次になったら、何だ、そう

やってインセンティブを与えているんだったら道路だって買ってもらえばいいじゃないで

すかという千代田区の立場がまた次出ますよ。慎重に答えていただきたいと思います。こ

れはきつい言い方かな。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。ちょっと詳細な資料がなくて申し訳ないんです

けど、考え方として、ちょっとご説明させてください。 

 まず、この７６％の容積率というのは、資料１の１面の、開発後、５,８６７.５３平米

【５,８８７.５３平米】の敷地に対する７６％という形になりますので、簡単に計算する

と、開発後、例えば６,０００平米だとして、容積率を８０にしたとして、４,８００平米

ぐらいですよね。というのがこの７６％で得られるといったところです。 

 一方で、今、６３７平米というのが都市計画道路としての面積があるんですけど、そこ

にも容積率というのが敷地として捉えるとあるんですね、７００％とか。これが７００％

で、例えばこの７００だとすると、七七４９でしたっけ、４,９００平米ということで、

その面積相当に値する容積率を、今回、総合設計の場合に上げているよという形なので、

ここをやったからといって、すごくもうけたとか、そういうような数字ではないと。制度

としてそういった形の制度という形なので、そこを無償譲渡したからやみくもに大きな容

積率をプラスアルファしているということではございませんので、そこはそういったもの

であるというふうに理解していただければありがたいかなと。 

 要するに、無償譲渡の土地の部分を、そのまま無償譲渡しないで容積率を使ったときと

今回のときとの延べ床のプラスアルファの面積って、そう変わりませんよということをち

ょっと簡単に説明させていただきました。 

○林委員長 ちょっと紙で資料も欲しいというのが出てくると思うんですけど、都市計画

道路にかかっていると、そこの部分って容積って全部造れないんじゃなかったんでしたっ

け。計画地は。いけるの。容積はカウントされるの。資料化も含めてちょっとお答えくだ

さい。 

○加島まちづくり担当部長 資料については、ちょっと今すぐにはちょっと。申し訳ない

んですけど。 

○林委員長 数値でちょっと出してもらったほうが、やり取り、イメージで。 
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○はやお委員 こうやって、こうやって。 

○林委員長 うん。聞いてからでいい。 

○はやお委員 あ、聞いてからのほうがいい。 

○林委員長 はい。部長がせっかく立っちゃったんで。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。資料についてはちょっとお時間を頂かないとな

らないので。 

○はやお委員 そりゃそうだ。 

○加島まちづくり担当部長 申し訳ないんですけど、精緻な資料はちょっとお時間を頂か

ないと、ちょっとご説明できないかなと。 

 で、あくまでも都市計画決定段階なので、都市計画決定段階の都市計画道路というのは

敷地面積に加えられて、なおかつ容積率も発生するというところになりますので、先ほど

ご説明したとおりの考え方になるというところでございます。 

○前田景観・都市計画課長 今のところに少し、建築の部分も含めて補足をさせていただ

きます。この都市計画道路がかかっている区域におきましては、現状では３階までという

こと、そして壊しやすい構造ということで、鉄骨造とかそういった形の指定がかかってい

るという形になります。なので、そこの部分、計画線がかかっている部分については、そ

ういった構造で造り、それから後ろについてはより強固なものとかという形で、いろいろ

建築計画が立てられるかなというふうに思いますが、そういった容積のものと建てられる

建築物ということで、構造物が違うといったところで今ご案内を差し上げているといった

ところでございます。 

○林委員長 はい。はやお委員。 

○はやお委員 いいですか。今まで容積率だとかインセンティブについては、執行機関の

説明で、そうなのかなということでやってきた。だけど、今、精緻なというところでやっ

てもらわなくちゃいけないのは、例えば日テレの件を言うと、また、がくっと言うかもし

れないけれども、街区公園ということで、じゃあ、実際のところ何が結局インセンティブ

を与えていたんだといったら、街区公園の２ ,５００平米だったんですよ。それが２２

０％だったんですよ。だから、その詳細をやったときに、何がどうだったかということを

我々は知らなくちゃいけない。 

 それは、それはですよ、この区道廃道ということがなければ、どうぞ、民間がやること

ですからご自由にやってくださいという話になるんですけれども、これを廃道するという

ことになったときに、これはまた後で資料要求させていただこうと思っているのは、当然、

売却に当たって私は質問しました。そしたらば、どこが主体なのか分からない。これはち

ょっと質問にも入れるんですけど、今、結局は主体が、イム設計なのか住友商事なのか、

見えないんですよ、正直言って。何かといったらば、外一の場合は確実に野村不動産だっ

たんですよ。日テレについては日テレだったんですよ。でも、今この交渉を、例えばイム

設計にして、誰が主体なのかというのが、窓口が何なのか、不明確なんですよ。それで、

その書類を以前もらったら、ヘッダーに書いてあるのは確かにそれぞれのあれだけど、住

友商事が書いてありましたよ。でも、そこのところをきちっと明確に言わないと、結局、

僕は全てすぐお金を見れば分かると。お金を誰が出すのかといったら、結局は住友商事な

んですよ、はっきり言ってこの件については。 
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 だから、そこのところの見解が出てこない、顔が見えないということが、どこと話して

いるのか、実は主体じゃないところに話をしているというんであれば、話にならない。と

いうのは何かといったらば、先ほど、これだけの平米数の廃道をするということになった

ら、僕は売却で買う、売るべきだという主張で、あのときにはいろいろな、日テレもあっ

たから、何々もあったから、さらっと終わっちゃったけれども、いや、相手は買う意向は

ないと、こういう話だけども、ここの計画道路の対応によっては、売るということを強く

進めなくちゃいけないから、ここについては後の頭出し、と言っちゃいけないの。廃道の。 

○林委員長 提出予定案件。 

○はやお委員 あ、提出予定案件。についてのときの資料要求としては、これを売却する

としたら幾らの金額で、それで相手はどういうふうに断ってきたのか。その辺をやっぱり

明確に聞かないと、あ、なるほどねというのが分からないわけですよ。 

 一方では、結局は、ああ、すばらしいことをしているよね。無償譲渡していれば、それ

はその分、普通であれば損するよね。だけどおかしいよねと。インセンティブを与えなか

ったらやらないわけですから、それが経済理論なんですよ。お金の動きを見れば意思が分

かるんですよ。きれいごとだけではいかないんですよ。 

 となると、となると何かといったらば――あ、いけない。 

○林委員長 いや、大丈夫です…… 

○はやお委員 なったらば、文化財ということを維持するためにもお金がかかるから、そ

こが明確に知りたいわけですよ、我々としては。それで、区民代表である我々としては、

この区道という、区道は結局は我々としては財産としては評価していない。だけど宅地に

すればお金になる。そういうことになって、２分割するんだったら、どうぞ、自分たちで

勝手にやってよ。お金だけ頂戴ねとやるのが普通の発想なんですよね。だけど、それをし

ないだけに、何かといったら、何か計画がない執行機関だけれども、ここについての、そ

の公園に対する計画の下にこれをこういうふうにやるんだという裏づけがなければ、この

二つに公園を分けるという意味は説明できないはずなんですよ。 

 まず、ここのところについては、何かというと、お金の面について、きちっと精緻たる、

インセンティブが何によって与えられているのか。今の大ざっぱなところはそうでしょう

けれども、再地区計画のやつを私は自分で見たら、何だ、街区公園だったじゃねえかとい

う話を分かるように、やっぱりこれはきちっと精緻なものを出してくださいよ。そのとこ

ろをお答えいただきたいと思います。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 まず総合設計の制度を今回活用した開発手法を取る

というところでおりますが、まず計画線部分を無償譲渡した事例について、今回の計画地

の北側の神保町の再開発のところも同様のラインが当時かかっておりました。今回、その

当時の神保町再開発においては、都市計画道路部分については計画敷地から除外して、そ

の上で無償譲渡をしております。特段それに対してインセンティブというのは乗っかって

存在しておりません。再開発事業として公共施設を整備するというような形で進められた

のが北側の神保町再開発でございます。 

 道路を挟んで南側のこのブロック、学士会館のところも、同じ同様の計画道路拡幅線が

入っていると。今回は再開発手法ではなくて、開発手法としては総合設計制度を活用しま

すよというところなんですが、総合設計制度における許可基準で、計画線、都市計画道路
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区域が入った敷地の場合については、まずその敷地の容積を使うことが原則できません。

そうした中で、その敷地の容積を使えずに、将来拡幅しても容積が、拡幅後、敷地が削ら

れたとしても容積が基準値内で収まっていなければならないと。それでなければ総合設計

の許可は下りないという形になっております。 

 一方で、今回その容積を使わないという形ではなくて、無償譲渡で将来管理者が受ける

場合に限っては、容積率、計画道路にかかっている敷地を活用できますよというのが、同

様に総合設計の許可基準の中でうたわれております。ですので、計画道路の容積を使わな

いで２５０％の空地評価を取るのか。もしくは容積を、計画道路計画線を無償譲渡するこ

とによって容積率をその分使うことを選択するか、この二択について、あくまで将来管理

者が無償で受け取るという条件が備わったときのみ成立するという形になります。 

 今回、開発後の東京都に譲渡する敷地面積が６３７.０９平米となっております。こち

らには従前、指定容積率が７００％の容積が指定されておりますので、６３７.０９掛け

る７倍ですね。７００％の７倍で、４,４５９.６３平米が無償譲渡によって今回の計画に

加算されると。それを全体容積の率で返しますと、７６％という数字が今回表れていると

いうような形になっております。 

 当事業につきましては、住友商事及び学士会館の共同事業となります。当然、学士会館

の旧館曳家を含め、全面的な事業に対する資金投入については住友商事が行っていくとい

うような形で、住友商事がそういった面では事業の前面に立って、学士会館と共同でやっ

ているというところです。当然、学士会館が立場的に弱いというわけではなくて、これは

双方、事業として相互メリットの上でのこの事業成立という形になっております。 

 一方で、当共同事業者のバックアップ支援をしているのは鹿島建設でございます。こち

らについては、学士会館の旧館という特殊な工事を今後行っていかなきゃいけないという

ところについて、やはり一定の技術を蓄積しているゼネコンさんが名のり出るのがいいと

いうところで、事業者のほうで鹿島建設を選定して、今そういった計画についてバックア

ップをしているという状況です。 

 区道を将来的に売却するかどうかについては、以前、委員会からも、売ったらどうかと

いうようなご意見はございました。我々も詳細な試算をした形ではありませんが、区道が

幾らかという詳細を算段しているわけではございませんが、当然、住友商事、学士会館、

今回の事業が一定の事業の金額フレームがあるという中で、区道を購入しても、それをさ

らに売却、購入した５７１.９２平米を購入したことによっての資金投入に対しての見合

いがあるのかどうかについては、事業者からはちょっと難しいというところで、あまり深

い議論にならずに、断られたというような経緯となっております。 

○林委員長 小枝委員。 

○小枝委員 今のに、ちょっと。ちょっと意図が違っちゃったら申し訳ないんですけども、

施主は分かりました。施主は学士会ですよ、住友商事ですよというのはみんな分かってい

るんですけども、そこの、ほかとこれがまた違うのは、景観の話もありましたけど、デザ

イナーとか、あと設計、同じなんですけども、そこの主語が見えてこないんですよ。開発

の説明会に行けば分かるんですけれども、大体こうした、何というのか、建設的な、もし

くは心配事に対する回答というのは、設計の方がいろいろおっしゃるんですよ。このプラ

ンの場合、ずっと何かもやもやしているのは、施主があって、鹿島建設さんがいろいろ内
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装保存の知恵を出すというのはいいでしょうけども、一気に総合企画のイム都市設計とい

うふうになっちゃうんです。総合企画というのは通常は近隣対策会社というようなことで

言われるぐらいで、議会も近隣対策されちゃっているのかなというふうに思っちゃう。つ

まり、デザイナーなり設計する人って誰なんだというのが分からないのはちょっと困るの

で。 

○林委員長 １人だけ。 

○小枝委員 うん。ぜひ答えていただければ。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 基本的には、今後の建物の設計であるだとかデザイ

ンをしていく立場になるのは、鹿島建設だという認識でございます。 

○小枝委員 今後。そうすると、今も鹿島建設が手を動かしているというふうに考えてい

いんですか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 ゼネコンというところで、鹿島さんの、鹿島建設の

名が知られているところではありますが、立派な設計事務所というところでもございます

ので、そこら辺については十分今回のプロジェクトについて、学士会館の学士会の先生方

からも、今後引き続きアドバイスを都度もらっていけるというような形でお答えを頂いて

おりますので、そうした中で、そういったご意見も聞きながら、鹿島建設のほうで設計が

進められていくというふうに認識しております。 

○小枝委員 それだから、もやもやの原因が晴れないんですね。前さばきのところは、じ

ゃあ総合企画者にやらせちゃって、それで、前さばきが終わったら基本設計からやります

よという話になっちゃうんですよ。でも、この場合、非常に重要なのは、文化財保存とい

う観点からも、近隣へのインパクトを抑えていくという点からも、デザイナーと設計屋さ

んというのが非常に重要なんですよ。そこにちゃんと主語がしっかりとしたプランナーが

入っていないと、こういう建設的なやり取りというのが一切できないでハードに入ってし

まうという問題が起きるんです。そこのところが、何というか、うやむやというか、そう

いうやり方だと、この話というのは、私もずっと質問していても何ら確証のある答弁が来

ないなと。何を言っても来ないなというところは、今の対策会社さんが描いているデザイ

ンで、取りあえずそういうことにしてくださいというんじゃ、そりゃ模型もないでしょう。

つまり、取りあえず住民を抑えて議会を抑えて、あとは、もう前さばきをやりましたから、

はいやってくださいという話じゃ、ここはないということなんですよね。ちゃんとした答

弁をしてください。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 一般的に開発計画において、総合プロデューサーみ

たいな位置づけの方がいらっしゃるプロジェクトも当然あると思います。今回そういった

方が置かれていないという部分については、そういう状況であることは我々も認識してお

ります。一方で、だからといって鹿島建設の技術であるだとか設計能力が劣るというふう

な認識でもございませんので、そこについてはしっかりと今後、やはりこれまでも各当然

預かっている事業ということ、鹿島建設は学士会館、学士会ですとか住商、住友商事さん

から預かっている事業でありますので、そういったものをしっかり、学士会館をしっかり

残した、地域にとって将来発展になる計画を責任を持ってやっていただきたいというふう

に思っております。 

○林委員長 課長、建物と広場の、区のというのは、これは二つ分けて考えなくてはいけ
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ないですよね。建物全体のは民間が建てるわけですけれども、設計の区道の部分の、もう

所有者は区だけど、実効支配は事業者になるような形になっていくのかと。ここの切り分

けなんですよね。 

 言わんとするのは、資料１の３ページ目なんて分かりやすいんですけど、左上、階段状

になっているんですよね、今、真っ平らな駐車場のところが。これがバリアフリーとかな

んとかで、木が生えていて、景観も今よりも見えなくなっちゃうような。で、その右の隣

でもテントを張ったりして、ここにも木を受けて、要は遠くから見ると必ず木が映っちゃ

う、見えるような形のデザインに今なっていると。これが果たして区が本当に、売却とい

う意見もありましたけれども、これは金額を聞いた上でそれぞれ議員の判断になってしま

いますけど、ここの広場の部分も全部事業者がやって、所有権はあるけど実効支配はとい

う形になるのか、切り分けを。 

 小枝委員が言われた建物のところももやもや感はあるんでしょう。あるんだと思います

し、なかなか見えないものだと、近隣の方もそれぞれご意見も出てくるんでしょうけれど

も、幾つか、方程式の中で、先ほどの都市計画道路の都道の容積率の転換という形になる

と、簡単に言うと床面積が増えると高さが高くなるわけですから、どうなのと。メリット、

デメリットはどうなの。何層、無償提供すると増えるのとか、デザインのやり取りと区の

領域設定、区がここまではできるけどここから先はできないという領域設定をもう少し明

らかにしてもらわないと、次の区道の廃止に伴う陳情もあるんですけど、議案等々になか

なか行きづらいんじゃないんでしょうかね。分からないで、資産価値も分からないで、ど

んな建物か分からないで、道だけ潰しちゃえというところにはなかなか行きづらいのかな。

それもいいという人もいるのかもしれないけど。 

○小枝委員 じゃあ、そこ。委員長…… 

○林委員長 分かりづらい。駄目でしたか。いや、そうかなと思って。ごめんなさいね、

小枝委員。どうぞ。 

○小枝委員 いや、資産価値というところのほう、一つ一つというところで言えば、そこ

の区道廃止について、先ほどはやお委員からも言われたところなんだけれども、私は都道

のほうに行ったわけですけれども、区道のほうに関しては、もうなおさらというところが

あるんですけど。結局、議会のほうから売ったらどうなのという話もあって、相談をした

ら、やらないということになったと言うんだけれども、そこも、一体いつ、どなたが、ど

ういうふうに相談をして話をしたのかも、これは都道と同じなんですけど、全く分からな

いんです。それで、じゃあ、金額は幾らと算定したのか、それも分からないんです。で、

行政手続的には、何でしたっけ、区有地問題検討会。 

○はやお委員 用地問題検討会。 

○小枝委員 あ、そうか。用地問題検討会であるとか。すみません。首脳会議であるとか、

そういう区の資産をどうこうするときというのは、そういう当然手順手続が入って、やる、

やらないということをされていく。この間、そうした手続をどう踏んできたのか。これを

全部口頭でやり取りするのは非常にきついんですけど、クリアにしてもらいたいんですよ。

地価の高いここにおいて。近くでは神田スクエアでしたっけね。神田スクエアのときだっ

て土地、あそこは住友不動産ですかね。最後に――住友商事か。買ってもらいましたよね。

あれは最後に買ってもらったんですけどね。ああいう事例があるんだから、ちゃんと手順
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手続を何というか、あうんの呼吸じゃなくて、公共的な取扱いとして明確にしてもらいた

いんですよ、区民の土地を扱うのであるんですからね。そこが、資料要求というふうに言

われたんで、私も…… 

○林委員長 まだですよ。 

○はやお委員 まだ、まだ…… 

○小枝委員 あ、言っていないですか。 

○林委員長 提出予定案件の際はですけど、今は陳情審査ですから。 

○小枝委員 でしたら、そこを答弁していただきたい。 

○はやお委員 廃道のところで…… 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 区道の廃道に伴う売却につきましては、６月の委員

会だったと思うんですけども、当委員会から売却の選択肢というのもあるんではないかと

いうところでご意見を賜りました。その後、私のほうが事業者である住友商事及び学士会

のほうの責任のある方にお話を、こういう委員会でのお話があったんだというところで、

そもそも買う意思があるのかないのかということを、すぐ、委員会直後に打合せをしてお

ります。結果、その場で、区道の廃止後の購入については考えていないというところでお

答えを頂いております。区としては、そもそも売却をするという選択肢を重くは置いてお

らなかったというところもございますので、金額が、売った場合の金額試算であるだとか、

庁内検討において用地問題検討会に付議をしていくという過程については踏んでおりませ

ん。 

○林委員長 はやお委員。 

○はやお委員 今のことなんですよ。やっぱり交渉事というのを考えたときに、例えばし

のぎなんですよ、住友商事さんと学士会館でやったときに。そりゃそうでしょう。ここの

使い勝手として、売却しないほうが、それは事業化に関しては非常に有利ですよ。だって、

ここのところ、場合によってはどっちが最終的に運営管理するか、これは分かりませんよ。

だけども、ここを売却をした前提で事業を考えるか考えないかというのは、大きく分岐点

が変わるわけですよ。だからこそ、何を言いたいかといったら、交渉材料にするべきだと

いうことなんですよ。それを相手に言って、どうですか、駄目ですか、はい分かりました

という交渉事ではないと思いますけど、その辺はどのぐらい粘ったのかということなんで

すよ。 

 そのための基準になるのは、結局はこの売った場合の売却が幾らになるかということが

交渉事のエビデンスになるんですよ。だから必要なんです。だから僕は、今回の予定案件

である廃道については、その数字を出してもらわないと、これはどういうふうにやってい

いのかという話について決裁ができないんですよ。ということのレベルをやっていかなく

ちゃいけないでしょ。 

 そして、何かといったら、それは住友商事さんといったら大きな資金力を持っているわ

けですよ。そこがどういう判断をしたかというのは、そう並々ならぬ話だと思いますよ。

そんな簡単にできませんというようなことというのは、そりゃあると思いますけど、これ

は何度も突っ込む、交渉することの内容だと。いつもこれ、失敗するんですよ。麹町の地

下道の連絡だって、全然交渉事については何にもしないで、普通だったら一銭も出さねえ

ぞといって５割にするんですよ。それが私みたいな零細企業なのかもしれないけれども、
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そうやって少しでも、どういうふうに区民の資産を財産を、最小限にして最大の効果を上

げるかというふうに考えるのが執行機関であるべきじゃないんですか。それが今のところ

で。 

 僕は、今、しょうがないだろうと思っていますよ、例えば連絡通路については。という

ように最初の初期動作が大切なんですよ。だから、そこのところについての金額はやっぱ

り出してもらわないと、廃道については僕は決裁ができない。個人的には決裁ができない

と思います。 

 それで、どういうふうになったのか。先ほどの話で、また後でも言いますけれども、当

然のごとく用地問題検討会並びに首脳会議でどういう指摘があったのか。そういうものも

添えて、廃道についての説明を。こういう指摘がありながらもこういうふうにしたという

ところを確認しないと、何かといったら、日比谷のステップ広場でもあって、結局は最後

の最後まで確認しないと、結局分からないんですよ。だから、そこのところは、後で言う

ところで資料要求しますから。 

 あと、お金の件については、それが逆に言うと意思決定について大きなファクターにな

るんですから。その判断をしたんだね。あと、そこのところの資料要求を、今言っちゃあ

れなんですけど。 

 あと、僕はちょっと理解ができなかった。無償譲渡をするということによって、結局は

土地としてインセンティブはそれなりに与えられるよ。だけど、僕は所有をそのままにし

て、それはできないのかどうなのかと、所有をそのままにしてやったらば、インセンティ

ブがかからなくて、でも、じゃあ、事業認定したら、そのときのタイミングで売るとかと

いうことができないのか。僕はそこのところを聞きたいんですよ。どっちが得なのかとい

うこと。それは決して千代田区とは直接関係はしないことですけれども、でも、そこのと

ころを足し引きした結果、事業家として判断しているはずなんですよ。そこが見えないと

いうことなんですよ。 

 でも、今言ったのは、間違いなく無償譲渡したときに、インセンティブを与えられてや

ったほうが得なんですよ、間違いなく。そこを明確にしてくださいよ。それで、じゃあ、

所有にしてこうやって、もし事業認定ができたら売れるんでしょう。だったら、売れるん

だったら、うちだって売りましょうよと論理になるのは自然な発想なんですよ。というと

ころはどうなんですか。お答えください。優しく。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 るるご質問を頂きました。 

 まず最後の、計画道路の事業認定がされた場合に、今回の当初計画で無償譲渡せずに行

った場合というところですが、当然、無償譲渡しなければ、一旦は７６％の公共空地割増

しが使えないというところですので、単純に面積が減になった建物計画になるというとこ

ろになります。将来、都市計画道路の事業化がされた暁には、これは一般的な都市計画道

路の整備事業になってきますので、その時点で東京都の建設局のほうから用地買収の段に

入っていきますので、一定の金額、用地算定に基づいて用地買収がなされていくというと

ころになってくるかと思います。ですので、今回はそういった事業認可を待って、そこで

都市計画道路への提供収益を得るのではなく、初めから都市計画道路事業の用地譲渡を行

った上での事業をしたいというところが事業の選択だったのかなと考えております。 

 また、再三ちょっとこの区道につきましては、廃道後、売却をするという選択肢をしっ
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かり吟味していくべきじゃないのかというようなご趣旨のご意見を頂いております。先ほ

ども申したとおり、私のほうで事業者に早々にちょっと、買うか買わないのかというよう

な、買う意思はあるのかというようなことがありましたが、お断りされたというようなこ

ともお伝えしましたが、なぜその答えにたどり着いたのかというところでございます。５

７１.９２平米の廃止区道の、区道を廃止された暁にできる土地の部分について、当然そ

れを売却したことによって、当該計画地に盛り込まれてくる、民間敷地として使えるとい

うことになります。 

 ５７１.９２平米にどれぐらいの容積が現状乗っかっているかというところですが、今、

現状８３６号線の道路中心で容積率が境になっています。７００％と６００％がまさに

半々の状況ですので、６３０――ごめんなさい。また下を読んでしまいました。すみませ

ん。５７１.９２平米の平均値ということになると、６５０％の容積がこの道路には存在

するということになりますので、６.５倍ということですと、詳細を申し上げますと３,７

１７.４８平米を計画で使えると、購入した場合には３,７１７.４８平米を計画に使えると

いうことになるんですが、ここについては、やはり増やす面積に対して高さを抑えていこ

うと、近隣配慮に対してなるべく配慮して高さを抑えていこうというような形でも、当時、

事業者のほうでは考えておりましたので、使い切れない、消化できない容積分を購入して

も、なかなか事業のほうに返ってこないというような選択の下で、廃止後の売却について

は受けられないというようなお答えであります。 

○はやお委員 結局は何かといったらば、所有をそのままにするよりは、幾ら事業認定を

した後、売却するというよりも、無償譲渡することによってやったほうがメリットがある

というふうに判断をまずしたということは、これは間違いないわけですね。だからそこを

確認したかったんです。でも、売るという方法があると。それで今の話からすると、区道

を売るという話をした場合、そこが、今の話だと相手側の都合なんですよ、我々からする

と。だけど、都市の景観を考えた場合、きちっとアピールする必要があると思うのは、近

隣の高さを抑えるためにということなら一つ理解もできる部分もあるわけですよ。そこを、

きちっとメリット、デメリットを明確にしない限り、はい、これは廃道しますよ。あんた

たち、判こを押してね。そういう内容ではないということなんですよ。ぎりぎりの判断を

僕らだってしなくちゃいけないわけですから。としたら、やはり近隣のところのそこのと

この判断もあります。 

 それで、お金のところについては、そういう判断もありながらも、やはり全体的な総合

的に判断する理由、だからそこのメリット、デメリットを明確に書いていただかないと、

我々が今度は予定案件のところについての決裁ができないわけですから。そしてまた、こ

のことについて首脳会議並びに用地問題検討会でどういうふうに検討されているのかとい

うことが非常に重要になってくるわけですよ。うそをついたとは言わないけれども、明ら

かにサマリーされたいつも情報しか頂かないから、判断ができないんですよね。執行機関

ではこういうような経緯経過で、一つ大きい判断としては用地問題検討会でこういう課題

がある。これは総合設計制度も用地問題検討会で、これ、売却するからやるのかな。やら

ないの。そこも答えてください。でも、首脳会議では間違いなくこれについてはかけるは

ずですから。かけたのか、かけるはずなのか知らないけども、当然我々、二元代表制であ

る我々に対して議案を審議しろということであれば、当然首脳会議でもその審議がされて、
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こういうのについての課題がということがされているのが、そのところについてお答えい

ただきたい。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 メリット、デメリットを比較しながら今後の審査の

対象にしていきたいというところで、すみません、今の現状では、ちょっとすみません、

資料としてご用意させていただいておりませんので、今後そういったものをご用意できれ

ばと思いますが。 

 一方で、検討状況について、庁内プロセスをどう取っているのかというところです。先

ほども申したとおり、用地問題検討会については特にかけていないというところですが、

また、総合設計制度において、首脳会議だとか庁内協議を決定を取るというプロセスも特

段ございません。あくまで建築基準法の許可の範囲というところですので、最終的にはそ

れは東京都の、今回、東京都のほうが許可権者となる立場になりますので、そこについて

は、開発の中身について庁内協議を、協議というか意思決定を取ったことはございません。 

 また、一方で、今回の廃道、この後に出てきますけども、議案としていく部分について、

首脳会議にはその旨をかけて、最終的には関連して廃道後の付け替え広場を行っていくと

いうところまで首脳会議では確認がされております。 

○はやお委員 ちょっと説明が分からないけど、用地問題検討会にこれは付議する内容で

はないということなのね。それがまず確認したいこと。 

 それとあと、首脳会議については、間違いなくこういう公共の財産については付議する

内容になっているわけですよ。たしか項目的には。だって、これ、悪いけど廃道にすると

いうことは、財産についてそのまま横引きになるにしてもだよ、どういうふうに使われ方

が、これは間違いなく宅地になるから普通財産になるわけですよ。ということになったら

ば、道路の財産というのは結局は評価しないから、それから普通財産になるといったら評

価しなくちゃいけないんだから。だから、そこのところについてはかけなくちゃいけない

んですよ。それがかけていなかったといったら、手続手順について、僕は前だったら瑕疵

があるじゃないかと言うところだけど、あえてしなかったのは何なのかということを答え

るべきなんですよ。必要があるのかないのか。 

 私は、こういうことについては、財産のあれというのは、悪いけども環境まちづくり部

で判断する内容じゃないんですよ。政経部だって当然判断することですから、そうなった

ときに、これはどういうことなのかということを首脳会議で確認するというのが、だから

私は、適正手続をきちっとしてくださいよ。デュー・プロセス・オブ・ローですよ。その

中に間違いが起きないんですよ。そうやってやっていくと、また前みたいに、そういうこ

とではないにしても、日比谷みたいに誰も決裁しないで、文書主義だといって逃れようと

する人もいるんですけれども、それだったら駄目ですから、ちょっとそこのところを答え

てください。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 用地問題検討会については、付議の対象案件ではな

いというふうに認識しております。 

○はやお委員 ない…… 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 一方で、首脳会議については、委員おっしゃられる

とおり、これは重要な案件だというところで、１０月２４日、首脳会議にて確認をされて

おります。 
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○はやお委員 じゃあ、そこのところについては、首脳会議でかけられた課題だとか、そ

の話されたのについては資料にしていただきたいと思いますので。これはまた後でも確認

はしますけれども、そこのところであります。 

○林委員長 いいですか。 

○はやお委員 僕はいいです。 

○林委員長 概略も聞かなくていいですか。 

○はやお委員 えっ。概略って、だって今答えられる。 

○林委員長 首脳会議の。 

○はやお委員 首脳会議。 

○林委員長 なければ。 

○はやお委員 じゃあ、資料を提出していただければ。 

○林委員長 じゃあ、次へ行きましょうか。まだある。 

 はい、岩佐委員。 

 岩田さん、大丈夫。 

○はやお委員 ごめんね。 

○林委員長 みんな入っちゃって。２時間ぐらい。 

○岩佐委員 すみません。資料１の２ページ目の、あと北西広場と南東広場にそれぞれ分

け、この広場の位置とか平米数が、これがいいか悪いか議論があるんでしょうけれども、

その中で、この各北西広場は５５０平米と南東広場は４２０平米に分けられてしまった上

で、さらに区の広場を、５７１.９２を、さらに区広場の部分を３６４平米と２０７平米

に分けているんですよね。それは違うんですか。ちょっとこの書き方をご説明していただ

いていいですか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 資料１の２ページ目、右側の図になります。すみま

せん。説明のときにちょっと省いてしまっている部分ですが、まず区道面積５７１.９２

平米につきましては、北西広場及び南東広場につけていくという形、分割してつけていく

形となります。北西広場につきましては、赤字で書いております区広場約３６４平米、こ

ちらが区の分割の位置になります。そこに民地、民間敷地の公開空地１８６平米を足した

北西広場、約５５０平米が一体的に整備がなされます。南東広場も同様に、分割された面

積のうち２０７平米を区の広場としておりまして、概形的にはピンクで囲ったところに、

ちょっと赤線が薄く後ろに、後ろというか図の下に下地になっているんですけども、そこ

がおおむね２０７平米の位置となりますが、そこにさらに民間の公開空地２１３平米を加

え、約４２０平米の南東広場が一体的に整備がなされます。 

 また、北西広場、南東広場を結ぶ屋内型広場につきましては、これ、側面についてはそ

れぞれの新築棟、学士会館旧館の壁が受けてきますが、それ以外の部分については開放型

という形で、上空は屋根がございますが、約１,２００平米の日常的に自由動線となり得

る、また広場的にも活用できる屋内型広場ができるという形になっております。 

○岩佐委員 ということは、明確にこの４２０平米と５５０平米の中で、こことここの、

ここからここまでが区の持分だよね。日比谷に関しては、ここからこっちが区というとか、

分かるじゃないですか。そういうふうには、これはまず分からない状況になるということ

なんでしょうか。 
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○碇谷神田地域まちづくり担当課長 当然、敷地が将来的に分からなくなってしまっては

困りますので、境界ぐい的なものについては落としていく、整備される形になります。た

だし、表面のしつらえだとかそういったものについては、区の広場及び民間の公開空地に

ついては、なるべく一体的な仕様にしていったほうがいいんではないかなというふうな形

で、色を純粋に変えるだとか、そういったことについては今のところ考えておりません。 

○岩佐委員 ９月３０日のときに、区が持っている持分があるので、舗装とかしつらえと

かは区がイニシアチブを取れるんだよというご答弁があったんですね。イニシアチブをも

ちろんこの取れると言いつつ、というかイニシアチブを取れるのは舗装とか、あくまでデ

ザインとかしつらえだというご答弁だと思うんですけれども、位置とか平米数は全くフィ

ックスなんであれば。ただ、それにしても、結局今ここでちょっと案を見せていただいて

いる限りでは、これからどこまで、そういうしつらえとかがこの分からない全部一体感の

中で、区が自分たちの持分以上に、これだけのものを地域としてやっていただきたいと。

例えばこれが子どもの遊び場だよねと言っておきながら、いや、これ、遊び場の、ちょっ

と遊び場といってこの絵を出してくるのはあまりに寂しいと思うんですけれども、もっと

何かゴージャスなものを出していただきたいなと思ったんですけれども、そういうのがど

こまでちょっといけるのか。結局はこの全部の屋内型の１,２００平米も含めた一体型の

デザインということですよね。そこに対して、舗装とかデザイン、しつらえということに

対しては、どういうふうに区がこれから関わっていくことをイメージされているんでしょ

うか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 先ほどの資料１の２ページの右側の図でいきますと、

北西広場及び南東広場のそれぞれ色がかかっている範囲、これは区有地及び民間の公開空

地も含めた色づけになっておりますけども、最低限ここの範囲は一定程度、同種のしつら

えにしていくような形で、そこについては区の見解というか考えを、しっかりそこは事業

者に要望を当てている状況です。 

 屋内広場との接合部分だとか、そこについては、より使いやすさだとか、将来的な使い

方も意識しながら、そこについては民間の発想というか、活力、知識をフルに活用してい

ただいて、一体的にいい空間になるんだということを示していただけるように要請してお

ります。 

○林委員長 ちょっとやり取りの中で、申し訳、岩田委員みたいな、ちょっと広場につい

ての疑義があるという意見は、ここは前提、あるとして、１個置いて、現実この絵が出て

きたと。どっちの広場からやったらいいのか分からないけど、岩佐委員が子どもの広場と

言って、子どもの広場の南東広場にしましょう、話をフォーカス当てて。陳情書で錦町三

丁目の方たちは、この子どもの広場がいいことだという陳情を出していただいているんで

すけれども、この図面で読むと、遊具を置くんですか。読み聞かせイベント。さっき桜井

委員と春山委員が言った、学士会館の記念碑等と、ここに置くんですか。 

 そもそも区の広場だと、花火を含めて様々なことができますけれども、公開空地という

のは私有地ですから、一切禁止ですよ、そんなの。街頭演説も禁止ですよ、選挙の。出て

いってくださいってやりますから。そんな広場が本当に確保がこの南東部分で、野外広場、

屋外型野外広場と一体的で、区がイニシチアブ、主導権を、「イニシアチブ」、すみませ

ん、片仮名に弱くて。取って本当にできるんですかね。 
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 また、北西側の階段のは、また別途、午後にやらなくちゃいけないんですけど、子ども

の広場、そんなにできるんですかね。先ほどちょっと整理入った、実効支配で所有権は区

だけれども、実際、上面は全部事業者で、固定資産税も払わなくていいけれども、事業者

がいいように使って、子どもの広場といったら年に何回か読書週間に本を読ませましたと。

シーソーが１個ありましたからこれでいいでしょみたいな感じだと、あまりにも切なくて、

子どもに冷た過ぎる、ここのところ特に感じるんですけど――ものになりやしませんかね

という疑念をちょっと払拭してもらいたいんですけども。 

 岩田委員、申し訳ないね。広場ができるのは前提としても、あまりにもちょっと冷た過

ぎるんじゃないのかなと。 

 併せてこれ、混乱しちゃうとあれなんですけれども、これ、さっきの土地の売買のもあ

ったんで、ちょっと午後にしておこうか。休憩しますから先に言っておきますけど、土地

を買い取らないということは、高さが今以上に高くならないと。近隣の方はだから今の計

画案でご納得しているというのが前提なんですかね。いや、そうであれば、区のほうが実

行主体であろうとも、近隣の方が容積率の高さというのをご納得されているんだったら、

これ以上高い建物を造らせないためには区が所有しなくちゃいけないと。事業者になっち

ゃうともっと高くなっちゃうから、３層とか、２層か３層、なっちゃうんですけど、ご納

得されているというのが前提の上だったら、なるほどねという形になってくるんですけど、

そうじゃないんだとしたら、どこでそんなに判断基準があるのかなというのが、かなり違

和感があるんで、午後、ちょっと広場のものと、陳情書では少なくともちょっとねという

のが出てきているんですけど、近隣住民と話合いをとあるんですけど、ご納得してもらう

高さというのが、事業者は何メートルの高さをご納得してもらえるというふうに今の時点

で判断しているのか。というのを併せて午後やってもらいたいと。 

 で、岩田委員は申し訳ない。ちょっといいですか、広場のこの形状について。なかなか

今から広場一つというのも結構大変かなとは思うんですし、こんな計画案も出てきている

し、話さないわけにはいかないと思うんですよ。区道を廃止したらこの二つの広場になり

ますよと。ただ、この二つの広場が本当に区民が求めているものになり得ているのか、事

業者が求めているものになってしまうのかというところを、少しちょっと午後議論させて

いただければ、陳情審査で。いいですかね。 

 では、休憩します。 

午後０時０１分休憩 

午後１時１５分再開 

○林委員長 では、委員会を再開いたします。 

 午前中に引き続きまして、学士会館再開発関係の陳情審査です。 

 どこから行きましょうかね。答弁する。広場の話と、岩佐委員だった、じゃあ、広場の

話の、子どもの遊び場の広場のほうから行きましょうか。 

 どうぞ。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 広場のしつらえという部分で、南東側の子どもの遊

び場にも活用できる広場ということで、本日、イメージ図、資料１の２ページ目で――ご

めんなさい、３ページ目で示しておりますが、右上に南東の広場と、こちらについて、コ

ミュニティですとか、子どもの遊び場というコンセプトを示しながら、より使い勝手のい
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い空間にしていきたいというところが、区の、まず、コンセプトの考えでございます。 

 活用例というのが極端な部分を例示させていただいてはおりますが、一定程度、活用の

しやすい、また、遊具については、これは、今後、さらにどういったものが配置に望まし

いのか、また、そういったものも造るべきなのか。今、左のターフの下には築山を形どっ

た絵にはなっておるんですが、これについては、確定的――詳細確定がなっておるもので

はございませんが、より使いやすい広場でありたいという部分については、区として考え

ているところです。 

○林委員長 課長、ごめんなさい。あれが悪かったのかな、要は、誰のために活用しやす

いかというのが大事になってきて、道路は通行ですよね。この場合には、一つが景観とい

うのが大きなのがあると。次に、子どもが一番使いやすいような広場に区はやっていくん

ですか、それとも、通行人なんですか。どちらの立場かによって、そんなに広々としたス

ペースではないんで、優先順位が発生してくるんで、そこをお答えしていただかないと、

次の議論に進めないんで、区としては、今、どうなっているのか、お答えください。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 まず、今回、全体図として、北西広場から屋内の民

間広場を通り抜けて、南東広場へつながっていくという回遊性の高める通路的な機能も、

ここは有してくるのかなというところで、ある程度、南東広場においても、通行を、交差

点に向けて通行していく機能については、一定程度確保しなければならないという形で考

えております。 

 一方で、全てが通行滞留機能というわけではなくて、その中で、通行にも影響のない範

囲で、子どものいっとき休める空間、少し遊べるような空間もしつらえながら、南東広場

は整備していきたいという考えでございます。 

 また、学士会館の旧館を保存した景観についても、これまで、こちらの面を視認するこ

とについてはできなかったというところで、今、こちらの南東広場から見える面について

は、ダクト系が相当数が外壁に渡っている状況なんですが、そういったものも、今回、撤

去がされて、学士会館の外壁面がいい形で見えるというビュースポットにもなってきます

ので、ある程度、こちらについては、視認を阻害しないような形で景観が映えるような形

のイメージで整備したいと考えております。 

○春山副委員長 ……景観。 

○林委員長 景観。 

○春山副委員長 関連。うん。ちょっと。 

○林委員長 どうぞ、副委員長。 

○春山副委員長 すみません。今、景観の話で整理をしていただいていると思う。ちょっ

と前回も委員会で確認したかもしれないんですが、もう一度、確認させていただきたいん

ですけれども、ここのランドスケープなり、空地のデザインに関しては、どこが責任を持

って、このデザインをされているんでしょうか。 

 一つは、学士会館の建築部会の先生方は、比較的、建築の先生が多いということで、こ

の先生方がどのくらい総合的なランドスケープなり、空間の景観について、ご意見なり、

携われているのかというのが１点。もしくは、そこがイニシアチブを先生方が取っていな

いのであれば、じゃあ、どなたがどういう形で、ここの空間計画なり、景観をデザインさ

れていくのか。 
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 ２点目が、これ、総合設計制度で公開空地ということなんですけど、もともと神田警察

通りの道路整備のガイドラインは、道路の歩道空間を拡幅していくことで快適化を図ると

いうところで、ここで、さらに歩道空間が増えていくというのは神田警察通りだと思うん

ですけれども、この総合設計制度の公開空地部分というのがかなり拡幅にまた使われてい

くんですが、これ、歩行空間を増やしていくという意味での公開空地の利用なのか、それ

とも、滞留なり、もう少し自然の緑、緑化を含めたところの空間を使っていくのかって、

その辺、どのように空間計画をされているのか、お答えいただけますか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 まず、１点目、ランドスケープについて、専門家の

方が関わっているのか、また、学士会の専門家の専門家会議のメンバーがどれだけ関与し

ているのかというところですが、まず、我々の認識としましては、ランドスケープについ

て、特別、学識の先生が立って検討をしているわけではないというところです。ただし、

さっき、午前中もお話ししました鹿島建設が設計をやっていく中で、区の空間の在り方も

示しながら、ありようを示しながら、それを絵にまとめながら、学士会の専門家会議のメ

ンバーの方にはご意見を頂戴している状況です。また、専門家の会議の中には、千代田区

で長く景観行政に携わった先生もおりますので、そういった方にも、当然、専門家会議の

中に部会のほうにもおりますので、そういった貴重な意見を頂いているというところです。 

 また、警察通り沿いの歩道状空地について、基本的に、総合設計制度におきまして、接

道面については、歩道状空地を整備するというのが基準の原則論になっておりますので、

外周の敷地境界、道路境界に関わる部分につきましては、歩道状空地をまず設定するとい

うような形で計画がされておりまして、今回、最低３メーターから、広いところでは９メ

ーターですか、の歩道状空地、また、それと一体的な公開空地が植栽等も植えられた公開

空地が入ってくるという認識でございます。 

○小枝委員 ちょっと関連。短いので。今の件だけ。 

○林委員長 はい。小枝委員。 

○小枝委員 今のランドスケープの話なんですけども、お聞きになったことというのは、

午前中からちょっとよく分からないのが、これ、鹿島建設、鹿島というと、鹿島建設、

（「自転車」と呼ぶ者あり）鹿島建設が絵を描いているのかどうか、どの段階から、どの

段階からね、関わっているのか。今日出されたこの絵というか、イメージというのは、パ

ース図というのは、そうした鹿島建設のデザインがつくられてのものなのか。そこが午前

中から分かりにくかったので、どうなんでしょうかね。ご答弁ください。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 鹿島建設、今回、資料で提出しているパースの図に

つきましては、鹿島建設に協力していただいて、区のほうでお願いをして描いていただい

ています。 

 基本的には、鹿島建設が総合というか、建築、外構に関しての設計を、今、担っている

立場であるところなので、鹿島建設がこの辺を書いているという状況です。 

○林委員長 ごめん、課長。じゃあ、区のオーダーでこの絵ができてきたということです

か、今の答弁だと。桜の木を植えたり、モニュメントをこの場所にしたりというのは、子

どもの広場とか、区の要請で鹿島建設さんがやったんですか。どこで決まったか分からな

いですけど。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 ３ページ目の上段のパースですね、南東広場、北西
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広場のパースにつきましては、区のほうで指示をしながら、パースとして仕上げてもらっ

ている状況です。 

○小枝委員 えっ。どこ、どこ。３ページの。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 ３ページ目の上の図、二つですね。 

○小枝委員 これとこれ。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 パース。 

○林委員長 ちなみに、いつ頃、区のほうで要請を出されて、これが仕上がってきたんで

すか。陳情審査のやり取りとも関連してくるんで、記念碑等々の。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 広場の位置については、夏頃に、夏前ですか、２か

所にしていくというような方向は、区として固めておりましたので、それ以降、じゃあ、

実際、どんな空間になっていくのかというものを、区の担当と鹿島建設とで意見のすり合

わせをしながら、こういう絵が示されてきているという状況です。 

○小枝委員 ちょっともやもや…… 

○林委員長 もやもや感。まあ、区のほうで…… 

 一旦、じゃあ、岩田さんに戻ってもいいですか。ごめんなさい、岩田委員。ただ、岩田

委員に戻りますけど、一応、広場ができると仮定した上でで、駄目だとかになってくると、

これでも駄目かもしれないですけど、いや、広場がいいという人も、これじゃあ、ちょっ

とあんまりすてきじゃないなというか、かなり子どもに冷たいなという気はするんですけ

れども。 

 大丈夫ですか。 

○岩田委員 まず、今の関連で。 

○林委員長 大丈夫ですか。 

 では、岩田委員、どうぞ。 

○岩田委員 鹿島建設が設計をしているということですよね。じゃあ、設計をして、その

まま施工をするということなんですかね。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 そこについては、具体の契約行為はございませんが、

旧館の曳家をやっていく大変な工事になりますので、そこら辺の技術ノウハウをしっかり

持ったゼネコンさんが実際の工事に携わるというふうな認識でございます。 

○林委員長 多分、やり取りがかみ合わないんですけど、岩田委員が言ったのは、区のオ

ーダーを受けて、こんな絵を描くんだったら、区と契約関係にあるのかどうか。サービス

でやってくれているとか、鹿島建設さんがね。どんな位置づけなんだというのを、時間も

時間なんで。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 特段、区と契約を交わしてるものではございません。 

○林委員長 サービスでやってくれたんですか、無料で。 

○加島まちづくり担当部長 この広場２か所に関しては、もう少しイメージが分からない

よねというのが９月３０日だったと思うんですけど、ご意見もあって、じゃあ、そこの部

分をもう少しパース等で明確にしてもらったほうがいいんじゃないかということで、事業

者さんにそういったパースをお願いできないかといったのが、まず、発端です。ただ、実

際に手を動かしているのが設計というか、鹿島建設の設計部だと思いますので、そことの

調整も、少し区としてはこんな感じというのも入れてほしいなといったようなのが調整し
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たといった形なので、あくまでも、鹿島建設というよりも、事業者さんに要望して、事業

者さん側がそれを受けて、このようなイメージパースということで作っていただいたとい

うふうな理解をしていただけるとありがたいなと思います。（発言する者あり） 

○岩田委員 じゃあ、もう一回確認しますけど、そこには金銭は発生していない、無料で

やっていただいている、サービスでということでよろしいでしょうか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

○林委員長 小枝委員。 

○岩田委員 そんなのあるか。 

○小枝委員 先ほど、スケジュールの中で、どこから鹿島建設が関わっていますかという

ことを質問しました。というのは、通常、これは神保町のとある建物を建てるときの説明

会の資料なんですけれども、建築主、施主がいて、設計者がいて、企画設計、これは総合

企画ですね、今回はイム設計と書いてあるところは、総合、いわゆる近隣対策会社なわけ

ですよ。でも、今までの見え方からすると、総合対策会社さんが設計図を描いたかのよう

な、ずっと説明の流れがありました。で、今日、ここに来て、いや、鹿島さんが描いてい

ますと言われたんです。でも、質問のやり取りの中では、広場の上の部分の２枚の絵は描

きました。じゃあ、全体の絵を描いているのは、ここまで誰なのか、いつから鹿島建設が

手を動かすようになったのか。そこは、非常に、先ほどのデザイン性とか、ランドスケー

プという観点から重要なので、ちょっと正確に答えていただけますか。 

○加島まちづくり担当部長 ここで、別に隠すとか、そういったことはありませんので、

もともと相談が来たのが、一番最初、学士会館さんと鹿島建設さん、一緒かなとは思うん

ですけども、ちょっとすみません、そこら辺で、当初から鹿島建設さんとは曳家ってでき

ますかねみたいな、区道を廃道しないとということだったので、そこら辺から話があった

というのは事実です。 

 多分、すみません、ちょっと今確認はしていないんですけど、この資料１のこの図だと

か、そこら辺、資料１の２ページ目だとか、そこら辺に関しても、事業者さん側で作った、

だから、事業者さん側でというのは、鹿島建設さんが手を動かしている可能性はあると思

いますので、そういった方々で資料を作ったやつを、区のほうで少し加工もさせていただ

きながら、この資料を作っているという形なので、当初から鹿島建設さんに関しては、今

回の案件に関しては、関わりが、区として、最初からこの関わりがあったというふうな認

識でございます。 

 一方で、先ほどから言われているイム設計さんに関しては、総合調整というんですかね、

そこら辺で関わっているというのは十分承知はしておりますけれども、じゃあ、この図を

イム設計さんのほうが描いたかどうかというのは、我々、そこまでは認識しておりません。 

○小枝委員 例えば、住民の説明会、議会には説明に来ていただいておりませんので、住

民の説明会等には、この鹿島建設の方が説明に赴いているのかどうか。つまり、全体のプ

ロデュース、先ほど、午前中で総合プロデューサーが確かにいないんですよねということ

をおっしゃった、私もすごいそういう問題意識がありまして、総合プロデュースって、ど

うかというと、対東京都、対千代田区、対建物保存、歴史保存というところで、非常に力

を要するし、見識を要する。その点で、経験値のある鹿島建設が本当に全力で取り組んで

くれているものであれば、もう少し違ったデザインになってくるんじゃないかと、広場も
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含め、建物も含め、他の対外交渉も含め、そういうところが見えてこないんですよ。なの

で、住民への説明会等は設計に携わる方が行かれているんですか。鹿島建設が参加してい

るかどうか、お答えください。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 学士会館のこの開発事業につきまして、一番最初に

近隣、周辺近隣への説明会を１月２３日に、今年の１月２３日に実施しております。その

ときの説明会のお知らせ資料については、事業者、一般社団法人学士会、住友商事株式会

社、事業協力者、鹿島建設株式会社、施工者未定、総合企画、株式会社イム都市設計とい

う形でご案内を周辺に配っているという認識です。 

○林委員長 いろいろ議論はあるんでしょうけども、全体のね、小枝委員、あるんでしょ

うけど、今、ちょっと午前中からこの地域コミュニティ拠点、子どもの遊び場という位置

づけで、区のほうが鹿島建設さんにオーダーをしたと。これが公共の利益に当たる広場に

なり得るかどうかというのを、この委員会で確認をしないと、次の区道廃止のところに行

かないわけですよね。そもそも、委員会のほうでは、こんなところまで詰めていなくて、

せいぜいやったとすると、野球の記念碑、桜井さんが前に言った。まあ、ここに移るかど

うかも、ちょっと、北側にあったのがこちら側でどうなのかと思うんですけど、このオー

ダーを決めたのは、どなたが決めたんですか。秋ぐらいという話だったんですけれども、

地域の方と話し合って、いや、ここは子どもの広場にしようという位置づけだったのか。 

 何を言わんとしているか、要は、何でもできるようなイメージを地域の方にやってしま

うと、子どもの広場といったら、ボール遊びもできるし、こんな広い東南の４２０平米も

あるんだねと受け止めるんでしょうけど、実際には違うわけでしょう。本日の資料の１の

２ページ目に書いてあるように、学士会館のところ、南側の、で、ピンク色で４２０平米

と書いてあるけれども、セットバックで歩道空間にしなくちゃいけないんだったら、４２

０なんか存在しない面積になるのかな、空地だとしても。そうすると、実質、どれぐらい

使えるのかというのを近隣の方にもお話ししないと、あたかも４２０平米の広場ができま

すから、この部分は子どもにといったって、実際には、もう歩道で３分の１、４分の１と

か削られて、残ったところは屋内型広場のところの通り道になっていて、実際、子どもの

といったら、本当に滑り台も置けないちっちゃいところに山を造って、これ、子どもの遊

び場になりまっせと言われたって、やっぱり聞いたときと話が違う話になってしまうんで、

どんな意思決定過程を含めて、地域コミュニティ拠点と子どもの遊び場というリクエスト

を出せたのかなと、下の４点のポツのものも含めて。 

 その過程を確認したほうがいいのかな。じゃあ、次の段階に行けるのかなと思うんです

けど、いいですか、小枝委員。（発言する者あり） 

 うん。どこが総合プロデュースって、個別具体的な話をちょっと絞り込んでいかないと、

陳情も随分提出されてから時間もたっていますし、区道廃止の議案もそろそろということ

ですんで、実質的な話も含めて、どなたなんですかね。いや、役所からというお話だった

んですけど、どういう意見集約をして、この４点要望とか、拠点に、子どもの遊び場にさ

れたのか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 ６月１１日の参考資料で、同様の、そこについては、

事業者が鹿島建設が描いたイメージパースが当委員会のほうにお示しをしております。そ

こについて、コンセプト等もありますが、基本的には、まず、一義的には、ここを回遊性
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の高い、今まで道路として一定の通行をする方もいらっしゃいましたので、そういった機

能が外周を迂回することなく、貫通できるような、街区の中をしっかり回遊できるような

起点になるものがあったほうがいいんではないかということで、これは、専門部会の、学

士会の専門部会でもございましたし、区としても、その考えについては、同じような考え

を持っているところです。 

 そうした中で、貫通機能が斜めという形になりますけども、北西から南東に貫通、回遊

ができるような、まず、そういった機能をつくると。なおかつ、その北西広場、南東広場

がそれぞれ何らかの機能を使い方の幅のある広場にしていくべきだというところで、区の

ほうで、南については、少しでもその地域の警察通りのにぎわいに寄与するような、また、

子どもの少しでも遊べるような空間をつくっていきたいという思いで、南東広場の区広場

２０７平米のみならず、隣接の公開空地も一体的に、２１３平米を一体的に整備すること

によって、そういった空間、子どもの遊べるような、スポット的に遊べるような空間をつ

くっていこうというところです。 

 南東広場４２０平米全てが広場状形状かと言われると、学士会館旧館のほうには、一部、

スロープ機能で、屋内広場につながるような空間もありますので、そういったものを除い

て、極力、ここについては、平面的な処理をして、使い勝手のいい、子どもにとっても遊

べるようなスポット的なものになるような形でお願いを、区としてしてまいりました。こ

れにつきましては、６月１１日の委員会資料を出した後、それに、その絵からは多少変わ

っていると思うんですけども、より使い方をイメージ、我々区の職員も、担当者も、イメ

ージしながら、事業者とすり合わせてきて、こういう広場がいいんではなかろう――完全

に確定しているわけではないですが、こういう広場でいいんではなかろうかということで、

本日、資料として提出しているところです。（発言する者あり） 

○林委員長 ちょっと話し過ぎるとあれですけど、先ほど確認したのは、一つが、学士会

館の南側、ここで、歩道空間を神田警察通りで確保するんでしたら、４２０平米全体の広

場から相当部分が歩道になるんだろうなと。で、残った部分に、一体的開発となると、ど

うなのかなというのと、もう一つが、子どもって、昔、いろいろ子どものためにというの

はありましたけれども、ここを子どもの広場にしようと、遊べるようにしようと言ったの

は、ある程度、何らかの手順・手続があるはずなんですよね。子どもの遊び場がないとか。

（発言する者あり）うん。何でここが急に入ってきたのかなって。実際、遊べる場所が、

普通に考えると、極めて狭いところにアリバイ的に造られても困るんで、だったら、正直

に通路用に全面やったほうが、何かすごく違和感が出ませんかねと。庁内でちゃんと子ど

も部ですとか、周辺の園児、未就学児の園児等、しっかり調整されたりしたんだったらい

いですけれども。 

 うん。いいですよ。そこの説明をしていただきたいのに加えて、どうぞ、副委員長。 

○春山副委員長 すみません。今の委員長のここの空地の使い方と目的、誰を対象にどの

ような空間にしていくのかというところに関連してなんですけれども、先日も、最終の千

代田区公園・児童遊園等整備方針検討会が開催されていて、なかなかいい議論と資料、デ

ザインも含めてなってきているなというふうに傍聴させていただいたんですけれども、そ

の中で、座長の中井先生も、最初の頃から、この千代田区にある公園・児童遊園だけでな

くて、公開空地など、道路も含めた使い方を千代田区の資源として捉えていくべきだとい
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うことをずっと指摘されていたと思うんですけれども、こういった、例えば、事業者に対

して、今、千代田区公園・児童遊園の整備方針をこういう状況で、ここはこういう目的に

整備していくので、ここにはこういう空地の使い方が必要だみたいな議論がされているん

でしょうか。また、逆はあるんでしょうか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 この整備に関するイメージの打合せについては、

我々地域まちづくり課だけで行っているわけではなくて、道路公園課だとか、そういった

部署も入りながら行っております。当然、そういった公園・児童遊園整備に関する内容も

踏まえた中で、ここの南東、北西それぞれの広場をどうあるべきかという部分について、

意見を道路公園課からも頂きながら、庁内的に――庁内というか、整理をして、事業者と

対応してきたというところです。なので、そういった中では、ここの部分にどういうもの

が、どういう目的、用途の広場とすべきかというものは、明確に、ここはあるわけではな

かろうかと思いますけども、そうした中でも、限られた区の財産を活用しながら、この地

域にとって、よりよいものを、空間をつくりながら、その中に、やはり子どもという視点

は入れていかなきゃいけないのかなという認識の下、調整をしてきております。 

○林委員長 ごめんなさいね。ここの場所に、子どもの遊び場なり、広場を造ってもらい

たいという地域ニーズ、並びに、近隣ニーズというのは、どんなものがあったんですかと

いう素朴な確認なんですよ。遊び場って、ボール遊びのネット、ちゃんと高いのが欲しい

よねとか、花火ができるところが欲しいよねって、様々ありますけど、この場所のこの公

開空地のところに子ども視点のというのは、近隣であったんですか。向かい側のマンショ

ンですとか、近隣の保育所ですとか、未就学児の方ですとか、どういう確認をしたのかと

いうのを、ちょっと説明していただきたいんです。 

○加島まちづくり担当部長 具体的に、どこどこの誰々が学士会館のこの広場に関して、

区のほうに何か要望があったというのは、陳情の中には書かれていますけども、具体的に

我々にそういうものにしてくれといったのは事実としてはないのが実態でございます。一

方で、子どもの遊ぶスペース、例えば、道路だとかも含めて、そういったものがなかなか

千代田区内では見いだせないよねといったようなのは、ここの地域だけではなくてありま

したので、今回、この道路の付け替えで広場を確保するのであれば、そういった視点も必

要だということで、区のほうとして検討してきたといったようなところです。 

 それに関しましては、９月３０日ですか、の当委員会でもいろいろと議論があり、この

二つの広場の中でどういう使われ方するんだといったようなのが議論がございましたので、

そういったものを踏まえて、９月３０日に関しても、南側は子どもも遊べるようなスペー

スも考えていきたいといったご答弁させていただいていますので、じゃあ、それがもう少

し見えるような形ということで、今回、このパースをつくっていただいて、説明をしたと

いったようなところでございます。 

○林委員長 かみ合わない。かみ合わないんですが、どうぞ。 

○春山副委員長 ちょっと確認させていただきたいんですけれども、この３ページ目にあ

る、今、委員長のほうが南東広場に絞ってということなんですけど、この地域コミュニテ

ィの拠点、子どもの遊び場というのは、三菱商事さんなり鹿島建設さんから、こういう広

場がこのまちにはいいんじゃないかというような、例えば、住民にヒアリングなり、いろ

んな検証の結果、こういうものが必要なんじゃないかという提案があったんではなくて、
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区のほうからの提案をしたということで、理解でよろしいんでしょうか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 基本的には、区のほうからこういうイメージにした

らどうかということはお伝えしております。 

○春山副委員長 午前中から、ほかの委員の方ももやもやとおっしゃられているところが

あると思うんですけれども、やはり区道を廃道して広場を造るということが、事業者にと

って、何らかの容積率も含めたメリットがあるのであれば、やっぱり事業者がきちんとこ

のエリアで、どういう空間を提供していくべきかということのメッセージが本当はもっと

見えれば、あ、なるほど、そこまでまちのために区の区道を廃道した、広場はこうあるべ

きだということが、それが正解じゃなかったとしても、何案か出てきた中での、じゃあ、

どれが一番区民にとっていいのかと、このまちにとっていいのかというのも議論ができる

ような気がするんですけど、この段階で、事業者からこのまちを、総合設計制度だから、

都市計画に基づかないので、もちろんできないにしても、区道を廃道するということがあ

る以上、もう少し、まちをきちんと考えた空間なり、景観ということを、やっぱり区とし

て求めていく必要があるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○加島まちづくり担当部長 イメージとして、このパースを今回提出させていただいたと

いうところでございます。この２ページ目、２ページ目ですか、資料１の２ページ目にあ

るように、北西広場、南東広場がここにできるという形ですので、区の敷地も含めて、ど

のような形にしていくか、先ほどから南東広場に関しては子どもも遊べるスペースという

ことで、我々としては要望していますので、そういったもののプラスアルファで、地域の

方々に、今後、このしつらえ、整備をどういうふうにするかというのは、もちろん、いろ

いろご意見を聞いて検討する余地はあるんだろうなというふうに思っています。ただ、一

方で、この建物の形状だとか広場の形、しつらえというか、形に関して、大きくこれが動

くということに関しては、それは事業として成り立つ、成り立たないとかという話にもな

ってきますので、基本的に道路を、区道を廃道して、この広場に付け替えというのは、今

お示ししている形でお願いをしたいなといったようなのが区のほうの認識でございます。 

○林委員長 どうぞ、はやお委員。 

○はやお委員 結局、今、答弁いただいて、子どもの視点をということを答弁されました

よね。そうすると、当然のごとく、子ども部との調整が必要になるだろうというのが普通

に考えることだと思うんですね。今、他部に関わっているといって、道路公園課、主たる

条例部としては環境まちづくり部なわけですよ。そうすると、お手盛りでやっちゃってい

るというところになるわけですね。 

 何かというと、やっぱり、今、ここを調べると、おかしいよなとずっと思っていて、休

みのときも思っていたのは、またステップ広場というと嫌がるんですけど、日比谷の、あ

そこのところでも、用地問題検討会をやっているわけですよ。ここに書いてあるのはこう

書いてあるんですよ。検討会の所掌事項は次のとおりとすると。中長期的な観点から、区

有地等の利活用（取得、管理及び処分を含む）の総合調整に関することと書いてあるわけ

ですよ。つまり、子どもの関係からしたら、用地問題検討会に、正確に言うと、千代田区

区有地等活用検討会設置要綱によると、開かなくちゃいけないんではないかと思うわけで

すね。あえて、ここのところを割愛したというところについての理由を明確に説明する必

要があると思うんですよ。 
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 私は、もう実を言うと分かっていたから、ここのところの委員長って誰かというと、副

区長と書いてあるんですよ。ちょうど、副区長も、今度、議案審査に来られるから、その

辺の話も十分――副区長と書いてあるから、小林さんかもしれないけれども、まさかそう

いうことはないだろうと。そうすると、坂田さんになるから、坂田副区長に十分にこの辺

のところについて、どういう検討で、用地問題検討会が不必要だったと思ったのかという

ことを確認しなきゃ。ここに書いてあるんですよ。その他、委員長が必要と認める事項に

関すること、大概、こういう文章を入れるわけです。でも、こういうことについては、や

っぱり多岐にわたるので、用地問題検討会で検討しないという理由が見えないんですね。

それは何かって、日比谷のステップ広場でもやっているからというところに、さらっと必

要ないんですと言うから、もう、必ず、僕はもう信用していないといったら失礼だけど、

これが二元代表制ですからね。必ずやってくるのは、こういう条例だとか、要綱だとかに

従って、執行機関は手順・手続を正しくやっていく、これが執行機関の役割ですから。 

 この辺について、今答えられることがあったら答えて。だから、結局言っていることは

詭弁になっちゃうんです。また詭弁というと嫌がるかもしれないけど、話がどこを土俵で

話をし合っているのかが分からないんですよ。最後残るというのは、法令に従うことだし、

要綱に従うことなんですよ。お答えください。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 まず、用地問題検討会につきましては、区有地とい

うものを、普通財産化された、いわゆる、宅地の部分が取扱いの対象になってくると。今

回については、廃道後、広場、公共用地の広場として付け替えるというような形で、宅地

化は行いません。それによって、用地問題検討会の対象とはならないというところで、所

管とも確認しておるところです。 

○林委員長 はやお委員、やり取りのそういう中よりも、ちょっとこの広場のところ、子

ども広場かどうかのところにフォーカスを当てて、全般的なことはこの後もあると思うん

ですけれども。 

 岩佐委員。 

○岩佐委員 先ほどからの答弁を聞いていると、子どもの広場で行こうよと、区は、方向

性はきっと事業者さんには示しましたと。そしたら事業者さんが、特に、区は南東広場だ

けでも子どもの地域コミュニティ拠点にということだったんだと思うんですけど、事業者

さんが出してきた時間がなかったのかもしれないけれども、芝生やタープとか、子どもの

絵本の読み聞かせだったとか、全体を見ても、この事業者さんのご提案というのがイベン

トベースなんですよね。お祭りは基本だから、お祭りを出しておきゃいいじゃないですけ

れども、お祭りさえ押さえておけば、あとは、マルシェって、これも本当に地域は関係な

く、どこかのコンサルがいろんな地域に当てはめられるようなにぎわいと回遊を増やして、

マルシェとかイベントができますよというのは、本当にどこの地域でも使い古されたやつ

だと思うんです。 

 ただ、やっぱり、これだけ公開空地をいっぱいつくってきて、つくってきたはいいけれ

ども、サラリーマンの回遊性しか上がっていないよねというのを、本当に地域で実感して

いるから、この子どもの施設というのを入れてくださったんだろうなとも思うんですね。

だから、ここで、ここの場所とか平米数は決定したとしても、この先、子どもの施設の在

り方については、もう少し、地域の方とか、そういったことを取り入れた手法をやってい
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くよということをもっと積極的に言ってほしいなと思うんですよ。今、これだけで私たち

は判断、これ、変更することがありますって、可能性ありとかと言っていますが、いや、

可能性あり、あってもらわなかったら全く困る話であって、むしろ、ここからイニシアチ

ブを取りますよというのも、別に揚げ足を取ってくるわけじゃないんですけれども、やっ

ぱり、ある程度、ここの区の区道を廃道して、空地にしました、広場にしますということ

に対しては、区民の広場というものをもう少ししつらえるということに対しての、これか

らのやり方について、どういうふうに考えているのか、ご説明いただけますか。 

○林委員長 あんまり整理に入っちゃうとあれなんですけど、一つが、区のほうで、子ど

も広場、遊び場にしたのは、要求水準とか要求って出すはずなんですよね、普通。子ども

が遊べるスペースというのは、この４２０平米のうち、どれぐらい確保しないと、子ども

の遊び場になり得るかというところ、その要求水準、面積で、あとは、これ、図面上しか

分からないけど、フラットの、平らのものなのかというところと、もう一つが、木を植え

て景観というのを、これ、微妙なんですけれども、なじんだものの木だったらいいのかも

しれないけど、新たに植える場合には、適切な景観が確保できるような樹木の配置になる

のかという、ここの３点ぐらいは、ちょっと確認をした上で、次の待ち合わせのところに

も、もう一つの広場にも行きたいんですけど、前提条件が違うと、また定例会に入った後

の議案審査のときに、ゼロベースで話すことになるんで、答えられる範囲は答えていただ

いて、できなければ資料化して出していただかないと、やり取りがもやもや感、先ほど委

員の方が何人か言ったもやもや感のまんま、今後考えますというのはやめましょうよ、も

う。 

 当然、だって、区有地なんだから、それができるのは大前提の上で、できたときにどう

なるのかというのを言わないと、陳情も３本出していただいているんで、それぞれのお立

場から。なかなか審査になじまなくなってしまうんで、どうなんですかね、率直に言って

いただければ結構なんです。子どもの遊び広場、どれぐらい要求して、こんな絵になった

のかというのを。なければないで結構ですけども。 

○加島まちづくり担当部長 正直、面積、どのぐらいというような説明で、事業者さん側

に要望したということまではないです。ただ、先ほどと同じなんですけど、９月３０日で

すか、そのときに、区として、北側はそういった形は使いにくい、考えにくいんですけれ

ども、南側に関しては、子どもも遊べるような広場というものを考えたいといったような

のを答弁させていただいています。それに対して、今回、パースとして、このイメージを

つくってもらったと。これ、夏場にちょっと要望したので、今年の夏、特に暑かったので、

ただ単なるひなただと、過ごしにくいんじゃないかということで、ここ、ターフだとかと

いうところも、これをやるかどうかというのは、ちょっと今後の話になりますけれども、

一応、イメージとして、そんなようなものをつくってもらったといったようなところでご

ざいます。 

 それで、岩佐委員言われた、区として、今後、ここの広場に関して、いろいろ積極的に

こういうふうにしてほしい、ああいうふうにしてほしいというのは、もう、もちろん発言

をしていきたいというふうに思っております。ただ、この広場を、何というんですか、実

現できるのも道路を廃道しないと、これはできないので、まずは、そこの道路廃道に向け

て、我々として説明できるところは説明をしているといったようなところですので、段階
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を踏むような形にはなるかとは思いますけれども、しっかり地域の方々、また、区全体の

ことも考えながら、ここの広場の使い勝手だとか、しつらえだとか、そういったものを事

業者さんのほうに要望し、また、区も、これ、維持管理ということで、協定だとかという

形になってきますので、そこでもしっかり連携とか、提携してやっていきたいというふう

に考えております。 

○林委員長 桜井委員。 

○桜井委員 今、部長ご答弁していただいて、そのとおりだなと思いましたけども、この

活用例、例ということで書いてあるけども、ここに書いてある子どもの遊びの場だとか、

歴史の学びの場だとか、防災のイベントだとか、それぞれ一つ一つ取っても、全くそのと

おりで、こういう活用ができればいいなというふうに私も思います。ただ、先ほど、どな

たかおっしゃっていましたけども、区道を廃止してできるこういう広場ということを考え

たときに、決して、今お話をしましたとおり、子どものこの広場ということ、子どものた

めの広場にするということが駄目だなんていうことは全くなくて、恐らく、ここにいる方

皆さんも、それはいいことじゃないのという思いはあるんだと思うんですよ。ただ、先ほ

どから、委員の皆さん、何度も出ていますけども、何でそういうことになったのというと

ころが、やはり、区として、はっきりとこういう形なので、こういうふうに進めましたと

いうところが、区道を廃止して、こういうものを造るということであれば、そういうこと

がきちっと整理されて出てこないと、この先、行われるだろう議案審査なんかにも、すと

んと、そうだよねという話にはならなくなっちゃうので、そこのところは、しっかりと区

としても受け止めていただく必要があるんじゃないかと。 

 ここに書かれている事例なんかについては、全然、もう異論を申し上げることでは僕は

ないと思ってはおります。そういうことで、繰り返しになっちゃうんですけども、この場

所についての活用の方法なんかについては、区でも公園は児童遊園化だとか、遊具を作る

ような方向だとか、出てきていますよね。そういうようなことも含めて、いろいろと子ど

もに対するということのお話になったんだと思うんだけども、そういうことも含めて、区

としての考え方、総合的な考え方として、子どもに対する遊びの場を提供するとかという

方向性の中でのこういう区としてお示しをしてるんだという、そういう説明がすとんとで

きるように、ぜひ、していただきたいと思うんです。 

 これは、先ほど、ご答弁を頂いた上での話なんで、申し訳ないんですけど、もし間違っ

ていたら間違っていたで、言っていただいて結構でございますけども、いかがでしょう。 

○加島まちづくり担当部長 ご指摘ありがとうございます。 

 先ほど、子ども部との連携というお話もありました。具体的に細かいところをこの案件

で聞いているといったところはございません。ただ、今後、道路を廃道して、これが整備

されるというのが確定になったときには、しっかりとそこら辺は見据えてやっていく必要

があるというふうには、十分認識しております。 

 先ほどこのパースだけで、ここの区有地だけで子どもの広場かというと、我々そういう

ことも考えていなくて、中の１ ,２００平米の中の広場、これも室内の広場という形にな

りますので、そこも十分使えるというふうに認識をしております。そういったところも積

極的に使える、区民の方々が使えるように、子どもの遊び場も、そこで、何も遊具が置い

てあれば遊び場という形ではないと思いますので、そういったところも積極的に活用させ
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てもらいたいといったようなのを調整していきたいなというふうにも考えております。 

○林委員長 ありますか。次のところに、具体的に、もう一個、北西のところも行きたい

んですけれども、確認のだけね。 

 よく執行機関の方は今後と言うんですけど、議事機関として、要求を出せるのは、議決

前だけなんですよ。議決してしまった瞬間に、あと、要望活動しかできませんから、あら

かた広場の形状とかについては確認をした上でないと、なかなか廃道の議決した瞬間に、

もう、あとはお願いベースで、議決したじゃないですかというのだけは避けたいなと思い

ながら、今、陳情審査をやっています。いいですかね、それを前提の上で。子どもの広場

で何かありますか、小枝委員。次のこの段差のある広場のところに行きたいんですけど、

ありますか。 

 どうぞ、岩田委員。 

○岩田委員 南東広場の子どもの遊び場のところ、まさに、今、幾らパース図とはいえ、

あまりにも雑ですよ、これ。僕、こんなのをもしも担当者で見ていたら、やり直しと言い

ますよ。何、４人家族が何か入ってやっとぐらいのターフがあって、その下で家族がいて、

階段があって、ベンチがあって、木があって、築山があってって、どこで遊ぶんですか、

これ。ただ、ちょっと大きめの公開空地ですよ。全然、子どもの遊び場じゃない。何をも

って、子どもの遊び場というのか、ちゃんちゃらおかしい話ですよ。これでよくオーケー

を出したな。これを出してきて、あ、じゃあ、これ、今度の資料で出しましょうとよく言

ったなと思いますよ。びっくりしますよ。どういう了見でやっているのかなって。 

 それで、子どもの意見も聞かない、近隣の人たちの話も聞かない。それで、これでやり

ますとよく言えますね。びっくりしますよ。まずは、そういうのを聞くべきじゃないです

か、近隣の話を。説明会をやりましたじゃない。ちゃんと近隣の要望を聞いて、どういう

のがいいのか。例えば、一つにするのか、二つにするのか、建物だって高くするのか、低

くするのか、そういうのも全部含めて聞くべきじゃないですか。全部何でもかんでも業者

の言うなりじゃなくて、ちゃんとやるべきですよ。まず、そういうところをやる気がある

のかどうか、お答えください。 

○林委員長 答えますか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 今のところ、特に説明会等を実施する予定はござい

ません。 

○林委員長 小枝委員。 

○小枝委員 私も、今の意見に尽きると思っているんですけど、ここの広場をどうするか

といったときに、２ページ目のところを見てもらうと分かるんですけども、もう近くに三

井ビルディングのところの広場、ここは、この間のブックフェスティバルでも、子どもた

ちの読み聞かせの場所だったわけですよね。というか、絵本とかを売っているところだっ

たと思います。違うかもしれないけど。大体、いつもそうなんです。そのテラススクエア

のところを、まさに七五三太公園もそういう区道を廃止して、今回よりずっと広い公園を

造ったわけなんだけど、なかなか運用がどうなんだろう、うまくいっていない。そのさら

に東側の神田スクエアのところは、区道をほとんど廃止したといって、ほんのちょっとな

んだけど、今回より物すごく広い広場を造っている。 

 で、それじゃあ、どうしても、今回の計画地の場合は、南北クロスの２か所だよという
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のが区のほうの何か譲れない話だというのは、前回、さんざん聞いたんですけども、そう

だとしても、ちゃんとオープンな説明会の中で、多様な意見をしっかり聞いて、多分、こ

れがいいというのは、もう、今ここにいるみんなが違う像があると思うんですね、映像が。

ところが、今回、前回、北西が駄目だと言われたから、南東の絵を鹿島さんに描いてもら

って出してきましたという、何というか、こうならいいでしょうという出し方で、当の子

育て世代の保護者さんであるとか、利用者さんであるとか、そういう人たちの意見という

のは、事前にも議案を審査しようとしている現在に至っても、聞いていないで固めていく

というのは、これ、やっぱり私はあまりにも雑なやり方だなと。やはりオープンな説明会

というのをちゃんとやっていくことによって、空間形成も、いろんな、何というんですか

ね、プロフェッショナルの意見も反映されたものになっていくべきだろうというふうに思

います。 

 そこのところはオープンな説明会を、区道を廃止するんですから、広場を造るんですか

ら、そして、子どもがというんであれば、ちゃんとオープンな説明会をやるべきだし、区

としてもやる責任があるんじゃないんですか。まず、そこが先じゃないですか。どうして

やらないことに固執するんですか。 

○加島まちづくり担当部長 先ほど担当課長ご説明したように、区道を廃道して、どうい

う広場にしましょうかという説明会は、我々として、やるつもりはございません。 

 ９月３０日だったかな、に出した資料で、４パターンがあったと思うんですけれども、

それをやったときに、一番最初の南側に広場を多く大きく造るといったような形もござい

ましたけれども、そういった要望がもし出た場合に、それはもう実現がちょっとできない

という形になりますので、そういった意見を受け入れるということになれば、区道の廃道

はもうないといった形もあり得るかなと思います。我々としては、今、この案が区道を廃

道して、根本的に学士会館のあの建物を曳家して残すといったようなところを実現できる

のは、こういった形というふうに捉えておりますので、最初に答弁させていただいた説明

会を聞いて、じゃあ、こういうふうにしましょうという考え方は、今、持ち合わせてはい

ないといったようなところでございます。 

○林委員長 小枝委員、二つの広場に関わることなんで、形状のところで、実際、区道の

廃道の議案審査のときには議論になると思うんです。ただ、大前提がどれぐらいの資産価

値があって、どれぐらいの広場になるのか、区道を廃止したことによって、この比較考量

で執行機関が出してくるのは、廃止したものがこの二つの形状になると。これが財産価値

として、公共の利益にできるかどうかというのは、議案の判断になってくるかと思うんで、

ちょっと、そこは、この陳情審査のときは形状のこのままでいいのかどうかのところをや

らせていただいてもいいですかね。次の北西のほうの、広いほうなんですけれども、冒頭

説明申し上げたこの段差のところが本当にいいのかとか、木がこれだけ入っちゃって、学

士会館が見えるのかとかというところにちょっとフォーカスを当てて、滞留とか、景観と

か何を目的にというのが、待ち合わせスペースとか、そこにちょっとフォーカスを当てな

いと、なかなか陳情審査のお声にも回答もしづらいんで、いいですか。（発言する者あり） 

 いいですか。大本の考え方というのは、議案審査のときにはきっと関係あるんだろうな

とは思うんですけれども、切り離せないですけどね。よろしければ、（発言する者あり）

相当、子どもの広場の南東のところのもやもや感はあるというのは、一定の確認はできま
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したんで、次にそれをやらないと。いや、嫌だったらいいですけど。 

○小枝委員 じゃあ、資料要求…… 

○林委員長 資料要求は、議案審査、提出予定案件の議案審査のときにお願いできると助

かります。何回も言っているとおりで、ベテランなんですから。 

○小枝委員 はい、いいです。はい。 

○林委員長 いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○林委員長 はい。では、行きますよ、次。 

 同じページの左上の北西広場、これがまちの玄関口、駅前滞留空間、待ち合わせスペー

スで、これも、先ほどの子どもの遊び場と一緒に、区のほうが要求を出したんですよね、

こんな感じでって。階段４段、３段で、スロープがあって、木を植えるというのは、区の

ほうから出したというのを前提の上で、これでよろしかろうかという感じで、どうなんだ

ろうというのを、ご意見等々あれば。 

○春山副委員長 すみません。ちょっとイメージパースとこのフィジカルプランのところ

が分からないところがあるので、確認をしたいんですけれども、今、学士会館の旧館は、

白山通りに面して、エントランスという形になっていると思うんですけれども、ここのイ

メージパースでいくと、スロープとこの階段を上がった先に中の貫通の空間ができて、そ

こがメインエントランスになるということになるんでしょうか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 今、現状の学士会館については、白山通りに面して、

階段を７段ぐらい上がったところに玄関口がございます。ただし、そちらについては、バ

リアフリーが一切対応できていない階段のみの入り口となっておりますので、今回、曳家

によって、その階段の部分も含めて、曳家することになります。一方で、メインの入り口

に、バリアフリー対応も含めたメインの入り口は、資料１の２ページ目をご覧いただきた

いんですけども、茶色で塗られた部分が曳家して残す旧館の部分になりますが、ピンクの

丸で屋根ありの大空間という表示があるちょうど下の部分に、新たなエントランス口がこ

こにできてくる形となります。 

○春山副委員長 ということは、今まで裏側だったところにエントランスが設けられると

いうことになるということですよね。分かりました。 

 ここの、ここをどういうふうにこの屋内型広場なり、北西広場からのアプローチだった

り、人の動線をつくっていくのかというのが、ちょっとまだ全然見えてこないんですけど、

この新築棟のところは、１階部分のグランドレベルというのは、何か人が滞留されるよう

なものとか、商業施設が入るというような計画なんでしょうか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 同じ図面でいきますと、新築棟の屋内型広場に面し

た部分については、店舗等が入ってくるような形になります。資料１の３ページ、左下の

図が、そこの屋内広場を見通した図になっております。この正面突き当たった部分が、奥

の正面突き当たった部分に学士会館の旧館の新たなエントランスができてくるというよう

な形です。 

○春山副委員長 分かりました。 

 分かりました。ということは、このバリアフリー動線というのは、白山通り側につくら

れて、そこのバリアフリーの動線の位置のところが、何というんでしょう、白山通り側か
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ら曲がってエントランスに入るということになるということですよね。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 以前、ちょっと委員会で、いつの委員会だったか忘

れてしまったんですけども、学士会館の曳家する形を取る場合に、学士会館の１階のレベ

ルが現状すごく高い位置にあります。道路面よりも１ .２メーターから１.５メーター程度

だと思いますけども、上がったところに、学士会館の１階のフロア床がございます。です

から、ちょうど白山通りからの正面入り口、階段を上がった先が１階の階高、フロア高に

なっているというところなんですが、今回、屋内広場を、まず、そのレベルまで引き上げ

る形になります。なので、１ ,２００平米の屋内型広場については、道路面の高さよりも

１.２メーターから１.５メーター程度上がった位置に存在しております。なので、その段

差を、広場と公開空地を利用しながら、解消して上げていくというような形で考えており

ます。 

○春山副委員長 ちょっと感覚的に、そうすると、白山通りとそのスロープの間には段差

ができて、歩道状空地とスロープが平行して歩行空間になるということですよね。そうす

ると、その白山通りの面している長辺のところというのが全く生きてこないのかなという

ふうに思うんですけれど、その点、いかがでしょうか。（発言する者あり） 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 すみません。資料、平面的な部分とちょっと立体的

な部分を兼ね合わせて説明するのが難しいんですけども、おっしゃられている白山通り部

分と公開空地の段差の部分が生じるのかという部分ですが、まず、すみません、資料１の

２ページ目ですね、先ほどの一帯の図が出ているところですが、白山通りにつきましては、

現状の白山通りの道路境界から、既存、これは既存の歩道がまず現状４メーターございま

す。で、さらに、道路供出という無償譲渡ということで、７メーターの幅の道路空間が新

たに生まれてきます。その内側に、敷地内で３メーターの歩道状空地という形になって、

空間としては、学士会館の旧館のところは１４メーター広がるというような形です。 

 一方で、北、北西広場につきましては、歩道状空地の３メーターについては、これは特

に開発の計画地ではございませんので、そこの部分に一部スロープが発生してくるという

ような形で、ちょっと薄い絵で描いておりますけども、あとは、資料１の３ページ目のイ

メージパースの左上ですね、左上の部分で、ちょうど北西広場のところにスロープで上が

っていくというような図の、左上の図の右側に、そういう状況が出ているというところで

す。 

○林委員長 そうすると、区の広場の面積のうち、大体４分の１ぐらいがスロープになる

というイメージでよろしいんですかね、幅３メートルの。 

○春山副委員長 ということですね。うーん……。 

○林委員長 どうぞ、担当課長。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 すみません。図の感覚ですけども、おっしゃるとお

り、４分の１から５分の１の間ぐらいなのかなというふうに認識しております。 

○林委員長 東郷公園状態ですよね。 

○春山副委員長 そうですね。 

○林委員長 東郷公園も、公園、何かスロープでがーっと。まあ、前提の確認だけで、取

扱いとか、中身ので、いいですか、あと、確認すること。 

 これ、誰も委員さんないんでしたら、滞留空間って、どれぐらいの広場になるんですか、
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フラットな状態の、駅前滞留空間って。神保町の地下鉄の駅をエスカレーターで上がって

いって、信号を渡ったところに滞留空間って、階段を上らないと滞留空間ってない感じに

なるんですかね、歩道上だけで。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 区の広場、北西については３６４平米ですが、北東

のオレンジの先ほどの広場、資料１の２ページ目ですね、今の図ですと、左、北西広場の

オレンジで囲ったところの左上の部分が、まず、１段目として、大体、これが１００平米

前後なのかなと。また、２段目、３段目という形で、それぞれ１００平米程度、１００平

米ちょっとですか――あ、１００平米程度ですかね、生じてくる。大体、１段、それぞれ

１００平米程度という形になるのかなと思っております。 

○林委員長 はい。岩田委員。 

○岩田委員 ちょっとお伺いします。 

 北西広場、屋内型広場、南東広場、この中で、ふだんからずっと子どもが遊べるところ

というのは、どこでしょう。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 南東広場については、子どもの広場ということで、

かなり誇張したような形で言ってしまっておりますけども、（発言する者あり）ただ、や

はり、子どもたちもそこで広場を有効に使えるという意味合いで、南東については、子ど

もの視点を置かせていただいています。一方で、北西、屋内、南東、それぞれ、これは子

どもを拒むわけではございませんので、どういうしつらえにしていくのかという部分で、

子どもが使いやすい、遊びたくなるような空間なのかというのについては、そこら辺につ

いては、一工夫、二工夫必要なのかなというふうに思っております。 

○林委員長 あれですかね、イメージ共有で。北西広場というのは、近くでいうと、九段

坂公園みたいな、ずっとタイルで覆っていて、公園という名前はついているけれども、子

どもは、遊ぼうと思えば、スケボーとかたまにやるけど、注意されて終わってしまって、

ほとんど公園というよりも石畳の広い歩道みたいな、そんなイメージになるんですかね、

この広場は。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 今、委員長がすごくイメージの湧くことを言ってい

ただきましたけども…… 

○林委員長 いえいえ。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 まさに、ああいう一定の段がありながら、数段、ま

とまった空間、平面空間があるというイメージでいくと、まさに九段坂公園の広場がイメ

ージしやすいのかなというふうなところです。 

○林委員長 まあ、それで、そんなところで、まだ――まだありますか。 

○岩田委員 すごい誇張した言い方といったら、じゃあ、子どもの遊び場じゃないじゃな

いですか。子どもの遊び場って言っちゃいましたけどって、じゃあ、違うじゃないですか。

ちゃんとそこを訂正してくださいよ。それで、何、北西広場も子どもが遊びたくなるよう

な、いや、広いところを見たら遊びたくなるでしょう。遊べるのかどうかを聞いているん

ですよ。どこで遊べるんですかというのをはっきり言ってください。 

○林委員長 今、やる、やる、そこも資料化も含めて、少し出してもらったほうがいいの

かなと思って、さっき議案審査のときに。で、繰り返しますけれども、議決した後はもう

お願いベースしかできませんので、その前に確認できることは確認したほうがいいんじゃ



送付６－22、28、34 陳情審査部分抜粋： 

令和 6年11月 5日 環境まちづくり委員会（未定稿） 

 ４４ 

ないでしょうかねというので整理したつもり、駄目ですか。大丈夫ですか。（発言する者

あり） 

 ありがとうございます。（発言する者あり）まだありますか。（発言する者あり）いや、

いいよ。広場、滞留空間と待ち合わせスペース等々で。どうぞ、副委員長。 

○春山副委員長 １点だけ、午前中のときもちょっとお話、質疑させていただいたんです

けど、ここにある活用例の一つとして、「自然植生に配慮した植栽に触れられる、生物多

様性の学びの場」というところで、こういう空間をつくることで、子どもたちが、何とい

うんでしょう、遊具じゃなくても遊んだり、自然に触れるということ自体は、子どもたち

にとっての遊びの一つになるという意味で、こういう活用例の一つはとてもいいと思いま

す。で、ここは、もともと学校の発祥の地がたくさん点在しているというところもそうで

すし、学びと文化の拠点というようなまちづくり構想の学びというのが書かれている中で、

この南東のほうの子どもの遊びも、タープは、今年、善福寺の公園でタープの実証実験が

行われていて、タップの下は１０度ぐらい温度が下がって、その中の砂であるとか、いろ

んなものもかなり体感温度が下がったというような実証実験も行われているので、何かそ

ういう遊び掛ける新しい実験であるとか、ビオトープで雨水のことを知るとか、何かそう

いった仕掛けをこの空間に持っていくというのも、限られた空間の中で、子どもたちがい

ろんな学びを知れる機会というのも考えられるといいのかなというふうに思いました。 

 いかがでしょうか。 

○加島まちづくり担当部長 まさに、子どもも遊べるということで、先ほど、中の大空間

のお話も、屋内型広場ですね、その中でも遊べるということで、子どもたち、いろんなと

ころで、自分たちで遊び場をつくるというのが遊びなのかなといったところだと思うんで

すね、道路だとか、そういったところも。ただ、やはり安全が確保されていないと、そこ

ら辺は、ちょっとやっぱりそういったものを視野に入れないといけないのかな。で、ここ

はちゃんとしっかり管理をしてもらうようなところなので、子どもが遊んでも、何という

んですかね、ここはそういう遊び場じゃないよと、排除されないような形を、いろんなと

ころで遊ぶんだから、それを大きい目で、広い目で見てよねというような場所にしていけ

れば、ここはいいんじゃないかなと。あまりつくり込んで、つくり込んで何かをやるとい

うよりも、つくり込んだ絵も少し描きましたけれども、今後、子どもたちの遊びも見なが

ら、整備された後も、いろんな活用を踏まえてできるような形に、区としても、そういっ

たことを事業者さんにお願いしていきたいなというふうに考えております。 

○林委員長 部長、ここ、またずれてしまうんですけど、子どもが遊べる場所と遊びたい

場所は違うんですよ、アンケートを区で取っていただいて。遊べる場所って、ポケカとか

でどこでも普通に空地で遊べるんですけど、子どもがやりたいと言っていたのは、ボール

遊びであり、花火であり、もっと危険な行為なんです、水遊びとか。それはできないんだ

ったら、それは、遊び場と名のると、子どもたちに本当に大人がすごく冷たい世界になっ

てくるんで、言葉の定義を整理してくださいよ、区役所の中で。そうしないと、子どもが

遊べる場所というのとちゃんとした遊びができる場所は、全く別儀ですからね、子育てし

ていると。何もできないですから、がんじがらめで。ポケカだったらできるんですよ、広

場でも、階段でも、マンションの広場でも、どこでも。そこと同じように子どもの遊び場

ってやると、かなり子どもたちには残酷な表現方法に、期待したのとなってしまいますの
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で、ちょっと、そこは整理して、次の機会に出していただければと思います。 

 続けて。大丈夫ですか。 

○春山副委員長 大丈夫ですが、ちょっと１点。 

 ありがとうございます。委員長の整理も、子どもたちが遊びやすいとか遊びたくなる場

所というのと、遊ぶということを目的に行くという場所は、両方必要だと思いますので、

その辺の整理は、委員長がおっしゃったとおりだと思います。 

 先ほど、ご答弁ありがとうございました。この暑熱のときの対策というので、タープで

あるとか、グリーントランスフォーメーション、モバイルグリーンとかって、いろんな実

験が行われていて、今週も、千葉市とか、いろんなところで、子どもたちがグリーンを動

かして遊ぶということも実証実験したりしているので、何か新しい工夫で子どもたちが、

何というんでしょう、使いやすいというか、居心地が、遊びながら楽しめるというような

空間をうまく設計していってもらいたいと思います。 

 これは意見です。大丈夫です。 

○林委員長 大丈夫ですか。 

○春山副委員長 うん。 

○林委員長 はい。 

 よろしいですか、あと、確認すること。 

 次のところで、また資料要求等々が出てくるかと思いますので、それでは…… 

○神原環境まちづくり総務課長 ちょっとお答えしていなかった…… 

○林委員長 あ、そう、数字。どうぞ。 

○神原環境まちづくり総務課長 午前中、ちょっとお答えできていない点がございました、

道路境界の確定した日付でございますけれども、区道８３６号を挟みまして、東、西と二

つの街区がございます。まず、東側のＳＣ神田錦町三丁目ビル側の道路との境界確定につ

きましては、令和４年９月２９日になってございます。西側の学士会館側になってござい

ます。これは、道路境界の確定が令和５年７月２５日でございます。 

 以上でございます。 

○林委員長 はい。ここから先になってくると、ちょっと提出予定案件との絡みに入って

しまいますので。 

 ということで、陳情審査の様々なお話がありましたけれども、よろしいですかね、一定

のところ。で、取扱いについても、私のほうでいろいろ、資料の件もありましたんで、継

続審査の取扱いでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○林委員長 はい。ありがとうございます。それでは、学士会館再開発計画関連について

の陳情３件につきましては、継続の取扱いとさせていただきます。 

 


